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1266 1266010

市町村と株式会
社等が共同で高
等学校を運営す
る公設民営学校
の設置

　市町村と株式会社等が共同で学校法人を設立し､公設民営方式で学校運営を行う
ことが可能になれば、安定的かつ継続的な運営を続けながら、民間の有する教育資
源やノウハウを活用することで､特色ある教育を効果的に実現できる。また、学校の
設置者にとっても、保護者や生徒にとっても選択肢の拡大が図られること､既存の公
立学校に刺激が与えられることにより､競争が生まれ､公立学校教育全体の質の向
上が図られることなどが期待される。

　北九州市においては､現在､「教育の北九州方式
検討会議」（有馬朗人議長）において、民間活力を
活用した新しい学校づくりを検討している。株式会
社等と連携して学校づくりを行う場合においても、
安定的かつ継続的な学校運営を行う観点から､新
たに学校法人を設立し､公設民営方式の私立学校
として運営することを予定している。
　一方、学校法人の設立と私立学校の設置につい
ては、知事の認可事項であることから、認可に際
し、公設民営の趣旨が最大限実現できることとなる
よう、市の教育行政を担う教育委員会が知事に対
して意見を行い当該意見に従って、認可が行われ
るようにすることが適当である。

福岡県 福岡県北九州市
北九州市｢自
立と共生の教
育」特区

　市町村と株式会社等が共同で新
たな学校法人を設立し､公設民営方
式による学校運営を行うことを容易
にし、民間の有する教育資源やノウ
ハウを活用することで､特色ある教
育を効果的に実現する。

1205 1205010
公設民営高等
学校設置事業

千葉県の県立高等学校再編計画により、野田高校定時制の平成18年度募集停止、
20年度廃止が決定され、募集停止後は近隣市の定時制高校により対応することとし
ているが、野田高校定時制は、①高校には進学したいが学力的な問題で他の高校
に進学できない生徒の受け口となっていること、②不登校等の問題で、他の高校に
進学できない生徒の受け口となっていること、③中途退学等で再出発を望む生徒の
受け口となっていること、④身体障害児を積極的に受け入れていること等から、当該
生徒の高校進学先としてのニーズは極めて高い。また、仮に当該生徒が近隣市の
定時制高校へ通うとした場合、通学時間が長くなること、とりわけ、鉄道から離れて
いる関宿地域の生徒の通学が困難になることが想定される。このような特筆すべき
地域的ニーズを踏まえるとともに、定時制高校には、働きながら学ぶ生徒や一度社
会に出て再就職のために高等学校で再度学ぼうとする生徒が多いことから、生徒の
将来の人生設計をフォローする、いわゆるキャリアデザインの考え方を教育課程に
取り入れることにより、新しい定時制高校の設置を目指す。そのための実現方策とし
て、市及び学校法人等が協力して新たに学校法人を設置し、市の支援を受けて運営
を行う、いわゆる公設民営方式の高等学校設置を行う。学校運営は市内の既存県
立高等学校等の校地・校舎を借り上げて行う（特区番号820(801-2)　校地・校舎の自
己所有を要しない小学校等設置事業を活用する）こととするが、市が学校法人の運
営に関する重要な事項（財産面、人事管理面、カリキュラム面等）に積極的に関与す
ること、市が財政的支援等を行うこと等により、学校経営の適正性（継続性・安定性）
を備えることを担保する。併せて公設民営高等学校の設置を容易にするため、設置
認可の手続きを簡素化する特例を提案する。さらに、前述のとおり、定時制高校に
は不登校等の問題を抱える生徒も入ってくることから、当該事業においては、現在市
が行っている、小中学生を対象とした不登校児童生徒の学校復帰支援事業である
「適応指導学級」と当該学校法人との人的交流等を図ること、前述のキャリアデザイ
ンの考え方を教育課程に取り入れることにより、今までの定時制高校の枠を超えた、
偏差値偏重でないユニークかつ実効ある新たな定時制教育の実現を目指す。以上
により、当該特区事業は、教育を受ける意思のある生徒の教育を受ける機会を保障
するという社会的効果はもとより、一定の雇用創出が図られるという経済的効果も期
待できる。

野田市では、廃止される野田高校定時制に代わる
新たな定時制高校の設置を目指して、「NPO法人
による野田高定時制運営」を特区第3次募集に提
案したが認められなかったため、同第3次募集で他
自治体から提案があり認められた「公設民営方式
による学校運営特区」の活用を検討してきたところ
であるが、当該公設民営方式での委託には法制上
の課題があり、規制改革・民間開放推進会議等で
議論中であるとの情報を得たこと、廃止される野田
高校定時制の生徒募集が18年度から行われなくな
り、新たな定時制高校を設置し野田高校定時制を
受け継ぐ形でスタートさせるには、18年4月開校と
いうスケジュールがあり残された時間がないことか
ら、より実現性があり弾力的な公設民営方式を提
案するものである。

千葉県 野田市
公設民営高
等学校設置
事業

地元高校定時制の平成18年度募集
停止、20年度廃止が決定されたが、
地域のニーズを踏まえ、キャリアデ
ザインの考え方を取り入れた新しい
定時制高校の実現を目指す。その
実現方策として、市及び学校法人等
が協力して新たに学校法人を設置
し、市の支援を受けて運営を行う、
いわゆる公設民営方式の高等学校
設置を行う。
学校運営は、市が学校法人の運営
に関する重要な事項（財産面、人事
管理面、カリキュラム面等）に積極
的に関与すること、市が財政的支援
等を行うこと等により、学校経営の
適正性（継続性・安定性）を備えるこ
とを担保する。併せて公設民営高等
学校の設置を容易にするため、設置
認可の手続きを簡素化する特例を
提案する。
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1192 1192010
小学校・中学校
の公設民営

少子化を背景に過去10年間で2000校の廃校が出ています。これらの廃校、または
既存校においても公設民営化を図ることで、民間としては施設設置にかかるコストが
削減できます。

○教育の質の向上
義務教育課程においては、教育の質の向上のため
に、さまざまな取り組みがなされています。
「総合的な学習の時間」では、児童の状況に応じ
た、学校独自の教育がすすめられています。
また、教育に競争原理を取り入れる取り組みも始
まっています。たとえば、いくつかの自治体におい
て、学校に競争原理をもたらしている、「学区制の
撤廃」「学校選択性」が導入されています。義務教
育における「公設民営」システムの導入も、教育界
の競争力を高める＝教育の質の向上に一役買うこ
とになると思われます。民間の運営ノウハウを効果
的に導入し、公立校と「公設民営」の学校との交
流・意見交換を持つことで、更なる教育の質の向上
が期待されます。
○コスト削減
廃校などを利用した公設民営を可とすることで、通
常、用地確保、施設設置にかかる負担が削減でき
るため、これまで参入を見送らざるをえなかった民
間の参入を促進することが期待されます。また、現
在、公立学校の運営にあたっては、膨大な人的・金
銭的コストがかかっていますが、これを、民間に委
託することで、民間のノウハウを活用しながら、より
効率のよい運営をおこなうことが可能になり、税の
有効活用にもつながると考えられます。

大阪府 株式会社ノヴァ

公設民営によ
る義務教育学
校経営プロ
ジェクト

公設民営、株式会社立の学校によ
る義務教育学校運営を可とします。
また、株式会社設置による義務教育
学校運営を行う場合、株式会社立
の学校に対する私学助成制度の適
用範囲の変更を行います。

1099 1099010
小・中学校にお
ける公設民営方
式の容認

国際化時代を迎え「帰国子女・在住外国人児童･生徒･幼児の日本語による学校教
育」に対するニーズが高い。つまり、「日本の義務教育対象外である」ことや「日本
語、日本文化への適応が困難である」外国人および帰国子女などに日本語と母語に
よるバイリンガル教育を行うものである。即ち生活していくうえで必要な日本語ととも
に、学習を理解するうえで必要な日本語およびバイリンガルの教科指導という独自
のカリキュラムによる教育を提供する。この教育によって、彼ら自身の能力を開発
し、また進学への道を開くことおよび、日本社会への適応を促すことを目的としてい
る。彼らの教育環境を整えることは、日本社会の義務や彼らの権利といったことだけ
でなく、彼らの存在が本質的に持つ国際性が、将来、日本の社会・経済･文化面での
国際性をより円滑にし、また強固なものになしうると考える。

日本の公立学校は帰国子女、国際結婚や中国残
留孤児の呼び寄せ家族、ならびに就労外国人の子
女を受け入れてはいる。しかし、これらの子ども達
への、日本での生活指導や、日本語および学科習
得のために支援は極めて劣悪でかつおざなりにさ
れていることは、昨今のメディアで再三発表されて
いるとおり明白な事実である。その結果として、彼ら
の能力を開花させることができないばかりでなく、
「落ちこぼれ」「登校拒否」「いじめ」ひいては社会悪
へ追いやることにもなりかねない。よって、当然、こ
れらの子どもたちにも、整えられた｢環境と教育内
容」が提供されなければならない。彼らを放置する
ことは｢児童の権利に関する条約」を批准したわが
国の立場からしても許されないことである。これら
の子どもたちへの対応を真剣に考えるならば、新し
い形態の学校、つまり｢公設民営」方式の小・中学
校で受け入れるのが最も望ましいと考える。教育提
供の形態を、公設とすることで、彼らを受け入れた
日本社会の責任が果たされ、また民営とすること
で、「日本の義務教育対象外」また「日本語、日本
文化の適応が困難である」外国人および帰国子女
などの受け入れと指導が可能になる。その上で日
本の子ども達にも、真の国際理解教育の体得を促
し、また適切に行うことを意図するものである。

東京都
特定非営利活動
法人　ＩＷＣ／ＩＡ
Ｃ国際市民の会

「公設民営」
方式による
小・中一貫校
としての「東
京バイリンガ
ル・スクール」
構想

 私ども、東京で活動をしている「特
定非営利活動法人　ＩＷＣ／ＩＡＣ国
際市民の会」は、これまで長年にわ
たり、外国人児童･生徒や帰国子女
の日本語教育および学習支援に携
わってきました。「日本の義務教育
対象でない」また「日本語、日本文
化への適応が困難」といった特殊性
を持つこれらの子どもたちには、公
的支援が必要であるとともに、民間
が持つ独自のカリキュラムによる学
習指導や心理的ケアの方法を適用
すべきであると考えています。われ
われのこれまでの実績を活用し、公
設民営方式の小・中学校での実施
を目指しています。ＩＷＣ／ＩＡＣ国際
市民の会では、創設以来20年の在
日外国人への日本語および生活支
援の実績と、日本の公立小･中学校
で学ぶ外国から来日した子女への、
日本語、学校生活適応指導、学習
支援活動の実績から、これらの子女
を含め、日本の子供達へも、徹底し
た国際理解教育の必要性を痛感し
ている。
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1151 1151020

公設民営方式
による公立小･
中学校のＮＰＯ
法人による学校
運営の容認

私たちは２００４年4月に、箕面市にＮＰＯ法人による無認可の学校を開校し、不登校
児童･生徒のほかに、既存の学校では提供されない特別な教育ニーズを持つ子ども
たちも受け入れている。この特例措置によって、そのような教育二ーズを持った子ど
もたちも通える公設民営学校を創りたいと考えている。このことによって保護者が経
済的負担を心配することなく、自分たちの教育ニーズにあった学校を選択することが
できるようになる。地方自治体に小規模な選択制の学校を設置してもらい、管理・運
営はＮＰＯ法人が行なう小・中一貫教育を行う実験学校を創りたい。

第５次提案に対する文部科学省の回答では、「公
立学校は、地方自治体の公の意思に基づき、教育
内容が決定されるとともに卒業認定や懲戒等の処
分が行われるという点を踏まえつつ、地方自治体
から施設の提供や支援を受け、特色のある自由な
教育を行いたい等の特区提案の内容を実現するた
め、法制上の課題を含めて検討中です。」とある
が、本構想の内容が検討されているのかどうかは
不明である。また、法制上の課題とはなにか分から
ないので明らかにしてほしい。

大阪府
ＮＰＯ法人大阪に
新しい学校を創
る会

みのおパイ
ロットスクー
ル構想

現行の学校教育では充足できにくい
多様な教育ニーズに対応するため
柔軟できめ細かな教育ができる小
中一貫の実験学校を箕面市に設置
する。この学校は公設民営方式で運
営されもので、地方公共団体が学校
の設置主体となり、その管理運営を
ＮＰＯ法人等の民間学校事業者に
委託する。地方公共団体は、市の遊
休施設の供与、市費・県費負担教職
員の派遣または管理委託金の供与
などの措置をとるものとする。上記
の先導的な試みを実現するため本
構想では、次の特例措置を要望して
いる。　（１）ＮＰＯ法人学校の対象範
囲の拡大、（２）公設民営方式による
公立小･中学校のＮＰＯ法人による
学校運営の容認。

1200 1200010
公立小中一貫
校の設置

現在の小学校及び中学校の区切りを変更し、小学校の教育課程と中学校の教育課
程を、初等部(４年）・中等部(５年）とする。

現行の制度では、小中一貫校が目指す次の効果
を上げることができない。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
① 基礎基本の確実な定着
少人数指導・無学年制による習熟度別指導によ
り、基礎的･基本的な学習内容の確実な定着が図
れる。
② 社会人として自立していける資質・能力の育成
学習リテラシー教育により、情報を取り扱う力、コ
ミュニケーションする力などを養い、社会人として自
立してくことのできる資質・能力の育成が図れる。
③ 学力の向上
無学年制による習熟度別指導などによる子どもの
発達段階、達成状況に応じた指導により学力の向
上が図れる。
④部活動の充実、行動規範の習得
多数の生徒による部活動の活性化・異年齢交流等
により心身の鍛練、集団生活の規律を身につける
ことができる。
⑤ 教育改革の推進
小中一貫校の実現により、区の他の学校の特色の
ある学校づくりや、地域に開かれた地域の中にある
学び舎としての学校づくり、小中連携教育の推進を
図る。また、杉並以外の近隣地域の公立学校の運
営のあり方に大きな影響を与え、さらには教育の地
方分権を加速する役割を果たす。

東京都 東京都杉並区

新しいタイプ
の学校（小中
一貫校）の創
設

区立の「小中一貫校」を創設する。
　管理･運営は地方独立行政法人に
委託し、教科書の選定、理事会の設
置や寄付金の活用により、住民の
要望・意向を反映し、地域に根ざし
た教育活動を行う。
　区が任用し派遣する県費負担教
職員と、法人の任用する教職員によ
り、学級は30人編制とする。生活面
と学習面の指導を切り離し、基盤と
なる学級では生活指導を中心に学
び方・学習習慣を身に付けさせ、教
科指導は少人数指導・無学年制に
よる習熟度別指導を行う。
　当該校では、基礎・基本の定着と
将来社会人として自立していけるよ
うな資質･能力の育成、学力の向上
を図り、国際社会で活躍できる人、
社会に貢献できる人を育てる
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1200 1200020
学校設置者以
外の学校の管
理・運営の容認

杉並区の設置する公立小中一貫校を地方独立行政法人により管理・運営する。この
ことにより、理事会の設置や寄付金の提供などで、地域の意向を反映させた住民参
加型の学校運営を行う。

「新しいタイプの学校」の運営は、これまでの方式で
は対応しきれない。構造改革特区で、株式会社や
ＮＰＯにより学校設置が認められているが、区は、
これらとは異なり、設置はあくまで区とし、教育委員
会の責任を確保し、区内児童生徒の公教育の機会
の公平性を担保できる地方独立行政法人による運
営を目指す。

東京都 東京都杉並区

新しいタイプ
の学校（小中
一貫校）の創
設

区立の「小中一貫校」を創設する。
　管理･運営は地方独立行政法人に
委託し、教科書の選定、理事会の設
置や寄付金の活用により、住民の
要望・意向を反映し、地域に根ざし
た教育活動を行う。
　区が任用し派遣する県費負担教
職員と、法人の任用する教職員によ
り、学級は30人編制とする。生活面
と学習面の指導を切り離し、基盤と
なる学級では生活指導を中心に学
び方・学習習慣を身に付けさせ、教
科指導は少人数指導・無学年制に
よる習熟度別指導を行う。
　当該校では、基礎・基本の定着と
将来社会人として自立していけるよ
うな資質･能力の育成、学力の向上
を図り、国際社会で活躍できる人、
社会に貢献できる人を育てる

1200 1200030

公立小中学校を
地方独立行政
法人に管理委
託する。

地方独立行政法人が区立学校の管理を受託し、学校教育を行う。

次に掲げる目的を達成するためには、地方独立行
政法人に小中一貫校の管理を委託する必要があ
る。① 公立学校でありながら、私立学校ではない、
新しい住民参加による学校運営が可能となる。　現
行の学校教育法や私立学校法が規定する経営手
法とは異なり、法人による公設民営方式により、住
民参加・民間活力による学校運営が可能となり、私
立学校、株式会社による学校運営などではなく公
教育の改革、充実を期待する地域の教育ニーズに
応えられる。② 民間活力を生かした新たな学校運
営が行える。教職員の独自採用、教科書の選定、
特別負担金の徴収、寄付の活用により、公費負担
を変更せず、義務教育の公平性を損なわず低廉な
保護者負担で、地域の教育ニーズに応えられる。
（これまでの義務教育には不満。ただ私立には行
かせられない。）③ 学校運営が安定的に行える。　
義務教育課程の学校の運営においては、学校運
営が安定的かつ継続的に行えることが重要であ
る。法人制度を活用することにより、義務教育の公
平性、安定性を確保できる。

東京都 東京都杉並区

新しいタイプ
の学校（小中
一貫校）の創
設

区立の「小中一貫校」を創設する。
　管理･運営は地方独立行政法人に
委託し、教科書の選定、理事会の設
置や寄付金の活用により、住民の
要望・意向を反映し、地域に根ざし
た教育活動を行う。
　区が任用し派遣する県費負担教
職員と、法人の任用する教職員によ
り、学級は30人編制とする。生活面
と学習面の指導を切り離し、基盤と
なる学級では生活指導を中心に学
び方・学習習慣を身に付けさせ、教
科指導は少人数指導・無学年制に
よる習熟度別指導を行う。
　当該校では、基礎・基本の定着と
将来社会人として自立していけるよ
うな資質･能力の育成、学力の向上
を図り、国際社会で活躍できる人、
社会に貢献できる人を育てる
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1200 1200040

公立小中学校
の管理を委託す
る地方独立行政
法人の理事長
の任命に際して
設立団体の教
育委員会が関
与する。

設立団体の長が小中学校を管理する地方独立行政法人の理事長を任命するとき
は、当該設立団体の教育委員会の意見を聴いて行う。

設立団体の長が持つ理事長を任命する権能に、教
育委員会が関与することで、義務教育課程におけ
る教育委員会の責務を果たす。

東京都 東京都杉並区

新しいタイプ
の学校（小中
一貫校）の創
設

区立の「小中一貫校」を創設する。
　管理･運営は地方独立行政法人に
委託し、教科書の選定、理事会の設
置や寄付金の活用により、住民の
要望・意向を反映し、地域に根ざし
た教育活動を行う。
　区が任用し派遣する県費負担教
職員と、法人の任用する教職員によ
り、学級は30人編制とする。生活面
と学習面の指導を切り離し、基盤と
なる学級では生活指導を中心に学
び方・学習習慣を身に付けさせ、教
科指導は少人数指導・無学年制に
よる習熟度別指導を行う。
　当該校では、基礎・基本の定着と
将来社会人として自立していけるよ
うな資質･能力の育成、学力の向上
を図り、国際社会で活躍できる人、
社会に貢献できる人を育てる

1200 1200050

公立小中学校
の管理を委託す
る地方独立行政
法人への中期
目標などの規定
の適用除外

地方独立行政法人法で規定する中期目標の設定、中期計画及び年度計画の設定、
年度ごとの業務実績の評価などは、地方独立行政法人との委託契約で対応する。

公立小中学校の管理を委託する地方独立行政法
人は、区が設置する学校を受託管理する事業だけ
を行うものであり、当該事業に係る委託契約で対応
することが妥当である。

東京都 東京都杉並区

新しいタイプ
の学校（小中
一貫校）の創
設

区立の「小中一貫校」を創設する。
　管理･運営は地方独立行政法人に
委託し、教科書の選定、理事会の設
置や寄付金の活用により、住民の
要望・意向を反映し、地域に根ざし
た教育活動を行う。
　区が任用し派遣する県費負担教
職員と、法人の任用する教職員によ
り、学級は30人編制とする。生活面
と学習面の指導を切り離し、基盤と
なる学級では生活指導を中心に学
び方・学習習慣を身に付けさせ、教
科指導は少人数指導・無学年制に
よる習熟度別指導を行う。
　当該校では、基礎・基本の定着と
将来社会人として自立していけるよ
うな資質･能力の育成、学力の向上
を図り、国際社会で活躍できる人、
社会に貢献できる人を育てる
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1200 1200060

小学校設置基
準及び中学校
設置基準の緩
和

小・中一貫校を設置し、学級定員を30人とする生活指導を中心とする学級運営、無
学年制の習熟度別指導・少人数指導による学習活動を行う。

小中一貫校に適合した基準とする必要がある。 東京都 東京都杉並区

新しいタイプ
の学校（小中
一貫校）の創
設

区立の「小中一貫校」を創設する。
　管理･運営は地方独立行政法人に
委託し、教科書の選定、理事会の設
置や寄付金の活用により、住民の
要望・意向を反映し、地域に根ざし
た教育活動を行う。
　区が任用し派遣する県費負担教
職員と、法人の任用する教職員によ
り、学級は30人編制とする。生活面
と学習面の指導を切り離し、基盤と
なる学級では生活指導を中心に学
び方・学習習慣を身に付けさせ、教
科指導は少人数指導・無学年制に
よる習熟度別指導を行う。
　当該校では、基礎・基本の定着と
将来社会人として自立していけるよ
うな資質･能力の育成、学力の向上
を図り、国際社会で活躍できる人、
社会に貢献できる人を育てる

1200 1200070
学級編制及び
教職員定数標
準の緩和

小中一貫校を区内に設置し、学級編制を３０人とする予定である。ただし、学級編制
基準を４０人から３０人に変更するものではなく、弾力的運営により、３０人の学級と
する。したがって１５人、１６人の学級は生ぜず、３０人の学級人数に学級数を乗じた
人数を超える希望数のあった場合は、抽選により入学者を定める。こうした学級編制
に標準法に定める教職員配置数の例外を設け、少人数学級を通常の学級とみなし
て、県費負担教職員を配置する。

区が設置する「新しいタイプの学校」では、１学級の
児童生徒数を３０人とする。こうした教育を実施する
ために、少人数学級を標準定数の学級とみなして、
教職員の配置を行うことが必要である。

東京都 東京都杉並区

新しいタイプ
の学校（小中
一貫校）の創
設

区立の「小中一貫校」を創設する。
　管理･運営は地方独立行政法人に
委託し、教科書の選定、理事会の設
置や寄付金の活用により、住民の
要望・意向を反映し、地域に根ざし
た教育活動を行う。
　区が任用し派遣する県費負担教
職員と、法人の任用する教職員によ
り、学級は30人編制とする。生活面
と学習面の指導を切り離し、基盤と
なる学級では生活指導を中心に学
び方・学習習慣を身に付けさせ、教
科指導は少人数指導・無学年制に
よる習熟度別指導を行う。
　当該校では、基礎・基本の定着と
将来社会人として自立していけるよ
うな資質･能力の育成、学力の向上
を図り、国際社会で活躍できる人、
社会に貢献できる人を育てる
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1200 1200080

県費負担教職
員（校長を含む）
の任命権を区教
育委員会に付
与

都道府県が持つ任命権を市区町村に移すことにより、小中一貫校を委託する地方
独立行政法人に適した教職員を派遣する。

地方独立行政法人が管理する「新しいタイプの学
校」の目的を達成するためには、区への帰属意識
を持ち、区の教育目標及び教育の向上に取り組む
教職員を確保し、地方独立行政法人の管理する学
校に適応した校長、教頭、教職員を派遣する必要
がある。こうした目的のためには、都が任命権を有
する現在の制度では対応できないため、区教育委
員会がすべての教職員の任命権を持つことが必要
となる。

東京都 東京都杉並区

新しいタイプ
の学校（小中
一貫校）の創
設

区立の「小中一貫校」を創設する。
　管理･運営は地方独立行政法人に
委託し、教科書の選定、理事会の設
置や寄付金の活用により、住民の
要望・意向を反映し、地域に根ざし
た教育活動を行う。
　区が任用し派遣する県費負担教
職員と、法人の任用する教職員によ
り、学級は30人編制とする。生活面
と学習面の指導を切り離し、基盤と
なる学級では生活指導を中心に学
び方・学習習慣を身に付けさせ、教
科指導は少人数指導・無学年制に
よる習熟度別指導を行う。
　当該校では、基礎・基本の定着と
将来社会人として自立していけるよ
うな資質･能力の育成、学力の向上
を図り、国際社会で活躍できる人、
社会に貢献できる人を育てる

1200 1200090

区教育委員会
任命職員の県
費負担教職員
人件費相当額
の担保

区が任命する県費負担教職員の給与は、市町村立学校職員給与負担法に基づい
て都が負担し、都の支出金を受け区が支給する。

区が任命権を持つのは、地域のニーズに適した教
職員を、地方独立行政法人が管理する小中一貫校
に派遣するためであり、当該校は区立学校である
ので、義務教育費国庫負担の趣旨に基づき、現行
制度を適用する必要がある。

東京都 東京都杉並区

新しいタイプ
の学校（小中
一貫校）の創
設

区立の「小中一貫校」を創設する。
　管理･運営は地方独立行政法人に
委託し、教科書の選定、理事会の設
置や寄付金の活用により、住民の
要望・意向を反映し、地域に根ざし
た教育活動を行う。
　区が任用し派遣する県費負担教
職員と、法人の任用する教職員によ
り、学級は30人編制とする。生活面
と学習面の指導を切り離し、基盤と
なる学級では生活指導を中心に学
び方・学習習慣を身に付けさせ、教
科指導は少人数指導・無学年制に
よる習熟度別指導を行う。
　当該校では、基礎・基本の定着と
将来社会人として自立していけるよ
うな資質･能力の育成、学力の向上
を図り、国際社会で活躍できる人、
社会に貢献できる人を育てる
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1200 1200100

県費負担教職
員への超過勤
務手当及び旅
費の区市区町
村からの支給

区が設置する小中一貫校で行う上乗せ授業の実施に際して必要となる、教員の超
過勤務、旅費などを、区市町村が、支給できるようにする。

市町村立学校職員給与負担法及び公立の義務教
育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措
置法により超過勤務手当や旅費などは都が負担す
ることになっている。区が設置する小中一貫校で
は、他の小中学校と異なるカリキュラムを実施する
ため、これまでの超過勤務手当や旅費の支給基準
では対応できない。そのために都により負担される
旅費、超過勤務手当に加えて、区が負担して超過
勤務手当、旅費が支給できるようにする。

東京都 東京都杉並区

新しいタイプ
の学校（小中
一貫校）の創
設

区立の「小中一貫校」を創設する。
　管理･運営は地方独立行政法人に
委託し、教科書の選定、理事会の設
置や寄付金の活用により、住民の
要望・意向を反映し、地域に根ざし
た教育活動を行う。区が任用し派遣
する県費負担教職員と、法人の任
用する教職員により、学級は30人編
制とする。生活面と学習面の指導を
切り離し、基盤となる学級では生活
指導を中心に学び方・学習習慣を身
に付けさせ、教科指導は少人数指
導・無学年制による習熟度別指導を
行う。当該校では、基礎・基本の定
着と将来社会人として自立していけ
るような資質･能力の育成、学力の
向上を図り、国際社会で活躍できる
人、社会に貢献できる人を育てる

1200 1200110
特別負担金の
徴収

学習指導要領に基づく、義務教育の範囲を超える独自の教育カリキュラムによる授
業（以下、上乗せ授業という）の実施によって生じる経費のうち、一定額（低額）につ
いては、特別負担金を徴収する。経済的事情により負担が困難な児童・生徒に対し
ては、減免制度を設ける。
＊上乗せ授業について
他の区立小中学校では実施されない小学校1年からの英語学習、小学校5年からの
選択教科の導入等による、通常の授業時間数を超過して行われる授業時間のこと。

区立小中学校で行われていない上乗せ授業を実
施するに当たり、区内他の公立小中学校に通う児
童生徒との均衡を保つため、また経済的な事情か
ら私学に通うことができない児童生徒に対し、安価
な経費で、通常の公教育の範囲を超えた教育を実
施するために、特別負担金を徴収する。特別負担
金は、上乗せ授業に必要な教職員の増員分、時間
外手当相当分などに充てられる。

東京都 東京都杉並区

新しいタイプ
の学校（小中
一貫校）の創
設

区立の「小中一貫校」を創設する。
　管理･運営は地方独立行政法人に
委託し、教科書の選定、理事会の設
置や寄付金の活用により、住民の
要望・意向を反映し、地域に根ざし
た教育活動を行う。
　区が任用し派遣する県費負担教
職員と、法人の任用する教職員によ
り、学級は30人編制とする。生活面
と学習面の指導を切り離し、基盤と
なる学級では生活指導を中心に学
び方・学習習慣を身に付けさせ、教
科指導は少人数指導・無学年制に
よる習熟度別指導を行う。　当該校
では、基礎・基本の定着と将来社会
人として自立していけるような資質･
能力の育成、学力の向上を図り、国
際社会で活躍できる人、社会に貢献
できる人を育てる

1200 1200120

教科書採択権
限の地方独立
行政法人への
委譲

地方独立行政法人が管理する小中一貫校の教科書については、当該校の教育に
ふさわしい教科書を検定済み教科用図書から教科書選定委員会において選定し、
採択する。

地方独立行政法人の自主性を尊重し、小中一貫校
の目標に沿った教育を実施するために教科書の採
択を当該地方独立行政法人に委ねる必要がある。

東京都 東京都杉並区

新しいタイプ
の学校（小中
一貫校）の創
設

区立の「小中一貫校」を創設する。
　管理･運営は地方独立行政法人に
委託し、教科書の選定、理事会の設
置や寄付金の活用により、住民の
要望・意向を反映し、地域に根ざし
た教育活動を行う。
　区が任用し派遣する県費負担教
職員と、法人の任用する教職員によ
り、学級は30人編制とする。生活面
と学習面の指導を切り離し、基盤と
なる学級では生活指導を中心に学
び方・学習習慣を身に付けさせ、教
科指導は少人数指導・無学年制に
よる習熟度別指導を行う。
　当該校では、基礎・基本の定着と
将来社会人として自立していけるよ
うな資質･能力の育成、学力の向上
を図り、国際社会で活躍できる人、
社会に貢献できる人を育てる



 08 文部科学省
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ジェクト)
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提案概要

1200 1200130
公立小中学校
の休業日の変
更

月曜日から土曜日まで授業を行う。授業時数を確保し、平日の午後は部活動の充
実を図る。

児童・生徒の負担を考慮すると平日の授業時間を
延長する方法では、十分な授業時間・部活動時間
の確保は難しいため、土曜日の学校開設を提案す
る。

東京都 東京都杉並区

新しいタイプ
の学校（小中
一貫校）の創
設

区立の「小中一貫校」を創設する。
　管理･運営は地方独立行政法人に
委託し、教科書の選定、理事会の設
置や寄付金の活用により、住民の
要望・意向を反映し、地域に根ざし
た教育活動を行う。
　区が任用し派遣する県費負担教
職員と、法人の任用する教職員によ
り、学級は30人編制とする。生活面
と学習面の指導を切り離し、基盤と
なる学級では生活指導を中心に学
び方・学習習慣を身に付けさせ、教
科指導は少人数指導・無学年制に
よる習熟度別指導を行う。
　当該校では、基礎・基本の定着と
将来社会人として自立していけるよ
うな資質･能力の育成、学力の向上
を図り、国際社会で活躍できる人、
社会に貢献できる人を育てる

1200 1200140

地方独立行政
法人への寄付を
税控除の対象と
する

地方独立行政法人が管理する小中一貫校は、理事会に地域代表を入れるなど、こ
れまで以上に地域密着型の法人運営を予定している。当該法人への寄付により、地
域住民、地域民間企業、個人事業主などの支援の輪が一層広がり、地域密着の学
校としての基盤の確保につながるものとなる。

地方独立行政法人が管理する学校を寄付金控除
の対象とすることにより、地域住民、地域民間企
業、個人事業主などの支援の輪が一層広がり、地
域密着型の学校としての健全な財政基盤の確立に
つながる。また、現行法では独立行政法人や私立
学校法に規定する学校法人に対する寄付金は寄
付金控除の対象とされており、既存の私立学校と
同等の寄付金控除の対象とすることで、競争条件
の確保を求めるものである。

東京都 東京都杉並区

新しいタイプ
の学校（小中
一貫校）の創
設

区立の「小中一貫校」を創設する。
　管理･運営は地方独立行政法人に
委託し、教科書の選定、理事会の設
置や寄付金の活用により、住民の
要望・意向を反映し、地域に根ざし
た教育活動を行う。
　区が任用し派遣する県費負担教
職員と、法人の任用する教職員によ
り、学級は30人編制とする。生活面
と学習面の指導を切り離し、基盤と
なる学級では生活指導を中心に学
び方・学習習慣を身に付けさせ、教
科指導は少人数指導・無学年制に
よる習熟度別指導を行う。
　当該校では、基礎・基本の定着と
将来社会人として自立していけるよ
うな資質･能力の育成、学力の向上
を図り、国際社会で活躍できる人、
社会に貢献できる人を育てる
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1151 1151010
NPO法人学校
の対象範囲の
拡大

私たちは２００４年4月に、箕面市にＮＰＯ法人による無認可の学校を開校し、不登校
児童･生徒のほかに、既存の学校では提供されない特別な教育ニーズを持つ子ども
たちも受け入れている。ここでいう特別な教育ニーズというのは、外国語、芸術、多
文化教育などの特化した教育分野というばかりでなく、個別化教育やプロジェクト学
習による経験型教育などの生徒一人ひとりの教育ニーズに柔軟に対応できる教育
方式も含んでいる。この特例措置によって、不登校児童・生徒のみならず、そのよう
な教育二ーズを持った子どもたちも通える特区学校を創りたい。なお本構想では、Ｎ
ＰＯ法人学校が今回提案している公設民営学校の委託先となれるよう規制緩和を求
めている。

NPO法人が設立できる学校を「不登校児等」を対象
とした学校に限定することは、NPO法人が設立する
学校の種類を限られたものとしてしまう。今日、「地
域のニーズ」はきわめて多様化しており、学校はそ
うしたニーズに応えるべきである。私たちが創る学
校は、子どもたち一人ひとりの学習ニーズに応じれ
るように小規模で、複学年クラス制、個別学習重
視、プロジェクト学習重視の教育を行うので、不登
校や学業不振の子ども達に対しても、十分な教育
効果が期待できる。

大阪府
ＮＰＯ法人大阪に
新しい学校を創
る会

みのおパイ
ロットスクー
ル構想

現行の学校教育では充足できにくい
多様な教育ニーズに対応するため
柔軟できめ細かな教育ができる小
中一貫の実験学校を箕面市に設置
する。この学校は公設民営方式で運
営されもので、地方公共団体が学校
の設置主体となり、その管理運営を
ＮＰＯ法人等の民間学校事業者に
委託する。地方公共団体は、市の遊
休施設の供与、市費・県費負担教職
員の派遣または管理委託金の供与
などの措置をとるものとする。上記
の先導的な試みを実現するため本
構想では、次の特例措置を要望して
いる。　（１）ＮＰＯ法人学校の対象範
囲の拡大、（２）公設民営方式による
公立小･中学校のＮＰＯ法人による
学校運営の容認。

1183 1183010

NPO法人による
ろう児のための
学校設置の容
認

東京都内でろう者自身が日本で初めてバイリンガルろう教育を行ってきたＮＰＯ龍の
子学園。その成果は保護者の方々をはじめ学識経験者に評価され、関東近県はも
とより全国から通ってきている。役割は日本のバイリンガルろう教育の実践研究であ
り、新しい選択肢の一つとしてその成果を全国に広めることである。ろう者教師が中
心となって教えることでろう児は母語（日本手話）で聴児と同等のコミニュケーション
ができ指導・授業内容は聴児と同等である。また、成人ろう者、ろう児の集団からま
さに生きる力の習得することができる大切な学びの場である。現在、聾学校では、ろ
う児の言語である日本手話による教育が行われておらず、教員とのコミュニケーショ
ンがとれず、指導内容・授業内容が理解できない。そのために不登校にならざるをえ
ない状況でもある。

５次提案の貴省の回答状況は当初「Ｄ－２：特区の
特例により対応可能」としておりながら、最終的に
は「Ｃ：特区として対応不可」となりました。ご回答の
中で「株式会社の場合とＮＰＯ法人の場合で要件が
異なる理由については、第二次提案対応の際に特
区推進室と当省の共通理解のもとに整理している」
とされていますが、なぜ、当初「Ｄ－２」と回答された
のでしょうか。過去の提案について、貴省からの回
答内容を再度確認しましたが、NPO法人が設立で
きる学校を「不登校児等」を対象とした学校に限定
する理由は見あたりませんでした。また、「第五次
提案では本件に関して地方公共団体からのご提案
がなく、本提案の実現に向けては、いましばらく各
地域におけるＮＰＯ法人と関係地方公共団体の取
組み、連携協力の進捗状況を見守っていく必要が
ある」とご回答をされていますが、地方公共団体か
らの提案の有無は無関係ですし、ＮＰＯ法人に限っ
て要件が限定されているゆえに地方公共団体との
連携協力が進まないのが実情です。さらに、構造
改革特別区域法第13条第1条にもある「・・教育上
特別な指導が必要であると認められる児童、生徒
又は幼児を対象」とありますが、ろう児の言語であ
る日本手話によるろう教育は該当もしないのでしょ
うか。明確な理由をご説明いただきたく、ここに再提
案いたします。

東京都

ＮＰＯバイリンガ
ルろう教育セン
ター龍の子学園
（特定非営利活
動法人バイリン
ガル・バイカル
チュラルろう教育
センター）

バイリンガル
ろう教育実践
研究プロジェ
クト

５年前から日本で初めてバイリンガ
ルろう教育を実践してきたＮＰＯ龍の
子学園。ろう者の教員が中心となっ
てろう児に手話（日本手話）と書記日
本語による教育を行い、ろう児が聴
児と同等の学力を身につけることを
目標としている。その成果は保護者
の方々をはじめ評価され、関東近県
はもとより全国から通ってきている。
日本言語政策学会をはじめとした言
語学者、アメリカギャローデット大学
など世界からも注目を集めている。
日本におけるバイリンガルろう教育
の実践研究は急務であり、新しい教
育選択肢の一つとしてその研究成
果を日本国内をはじめ世界に広め
ることである。
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1213 1213010

ＮＰＯ法人立学
校の対象要件
「不登校児等」
の拡大

当校は、少人数クラス編成で幼児から高等部までの一貫したシュタイナー教育を実
践する法的に認可された小規模学校の設立を目指す。「不登校児」のために設立さ
れた学校と、特徴ある教育を積極的に求めて通う学校とは、その教育内容と社会的
意義も違ってくる。要件を拡大することによって、多様な教育のひとつであるシュタイ
ナー教育を実践する学校の本来持っている当校の実績が正しく社会に受け止めら
れ、法的に認可された学校として、特徴ある教育を実践する新しいタイプの学校のひ
とつのモデルとして今後の教育行政に貢献できる。廃校を活用することで、地域の特
性を生かした総合学習的内容の授業も豊富に盛り込み、近隣の自然環境や地域の
人材を生かした学校づくりが可能になる。また、海外の事例からも、シュタイナー学
校の卒業生は、自ら考え行動する自立した社会人として、個性を十分生かした職業
に就き、多方面で活躍している。本校の卒業生も、世界に対して心を開き、地域社会
に貢献することを喜びとするような人材として成長していくと確信している。

原則既存の学校に通学しないでＮＰＯ法人が運営
する学校に通う子どもたちは、行政から見るといわ
ゆる「不登校」であると解釈されているのが現状で
ある。特区ＮＰＯ法人立学校は、あえて「不登校」問
題の解決のためにのみ限定されて設置を認可され
ている。「不登校」の子どもたちの対応に苦慮して
いるので、NPO法人立学校が不登校対策の学校と
して認可される印象が否めない。原則既存の学校
が主であり、特区ＮＰＯ法人立学校は補完的役割
を担う存在として設置されることになる。これでは、
真に教育改革を求める国民の意思に反しているの
ではないか。当校のように新しい教育観を抱いて入
学してくる児童・生徒・保護者たちが増え続けてい
るのは、もはや、原則既存の学校では対応しきれ
ず、多様な価値観に基づいた教育行政を求める国
民の願いに対策が追いつかない状況であることの
証明である。更に、「不登校児等」の範囲で学校設
置された場合、当校の設立趣旨が社会に正しく周
知されることが困難になり、「不登校児」の救済機
関として入学希望者が増えていくことが予測され
る。また、第５次提案回答では自治体との交渉に
至っているＮＰＯ法人の存在はあるかとの指摘が
あったが、法的制度の緩和の必要性と自治体交渉
状況は分けて論ずるべきと考える。

東京都

特定非営利活動
（NPO）法人　東
京賢治の学校 
自由ヴァルドル
フ・シューレ

教育改革特
区「廃校を活
用しての幼・
小・中・高一
貫の特色ある
小規模学校」
の設置

NPO法人が運営している学びの場
が、特区制度のもとで校地校舎を借
用して法的に認知された学校を設立
する場合は、まず廃校利用が考えら
れる。しかし、廃校の中に高等学校
の運動場の基準を満たす学校は極
めて少ない。そこで、高等学校の運
動場面積の基準を３分の1とすれ
ば、小・中学校の廃校を活用しての
高等学校までの設置が可能になる。
更に、指定管理者制度の適用範囲
に学校や実績のあるNPO法人等の
教育機関を含めることで、廃校を利
用した学校設立が更に容易になる。
また、NPO法人立学校の対象要件｢
不登校児童等」の拡大で、シュタイ
ナー教育に代表される新たな教育
観を持つ学校の設立趣旨を尊重す
ることができる。

1079 1079010

NPO法人立学
校への県費負
担教職員の無
期限派遣

NPO法人立学校を設立し、その教職員の一部に、派遣してもらった公立学校の教職
員を無期限で充てる。
NPO法人立学校に、その学校の方針や教育方法に適った公立学校の教職員を期限
を設けずに派遣してもらえるようになれば、NPO法人立学校が作りやすくなるために
設立しようとするところが増え、各地に不登校児童生徒のための学校ができるので、
不登校児童生徒が減少することが予想される。それにより、不登校対策のための費
用が従来よりも少なくてすむようになる。

NPO法人が不登校児童等の教育を行う学校を設
置することは認められたが、助成金を含めた財政
面での支援が全くないために、財政基盤の弱い
NPO法人はそうした学校を設立したくてもできずに
いるのが現状である。せっかく認められた“NPO法
人立学校”を、「新たな財政措置を講じない」という
特区の大前提を崩さずに活用するためには、既存
のリソースを有効に活用するしかない。
全国で14万人といわれる不登校児童生徒が学校
に行かないことにより、そうした児童生徒が公立学
校に通うことを前提に雇用した公立学校の教職員
には、余剰人員が出るはずである。その人員を、公
立学校の代わりとして教育を行うNPO法人立学校
にまわすというのは、至極理にかなっていると思わ
れる。そもそも不登校児童生徒等に向けた教育に
限定されているNPO法人立学校は、いわば公教育
の“補完”の役割を担っているようなものである。で
あるとするならば、自治体が可能な限りの支援をす
るのは当然であると言えよう。ただし、派遣される
教職員は誰でもいいわけではなく、数年毎に入れ
替わるというのも望ましくない。やはりそれぞれの
学校の教育方針等に適した人物が、長年その学校
にいられるようにする必要がある。

神奈川県
NPO法人 湘南に
新しい公立学校
を創り出す会

民立公援型
の学校設立
特区

湘南に新しい公立学校を作り出す
会は、湘南地域でNPO法人立学校
を設置し、そこに公立学校の教職員
を無期限で派遣してもらい、教職員
の一部に充てたいと考えている。
現状では、地方公共団体が必要性
を認めた公益法人に地方公務員を
派遣することができることになっては
いるが、その期間は最大で5年まで
とされている。長期にわたっての関
わりが必要な教育の世界でこれは
短すぎるので、派遣期間を“無期限”
とする特例を設けていただきたい。
これが可能になれば、NPO法人立
学校が作りやすくなるため、各地に
不登校児童生徒のための学校がで
き、不登校が減って、不登校対策の
ための費用が少なくてすむようにな
るだろう。
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1042 1042010

小中学校教職
員が医師の指
示のもとで障害
のある児童生徒
の介助業務の
医療的ケアを行
えるようにする

地域の学校でともに学び、ともに生きることを基本に、日常的に医療的ケアを必要と
する子どもの就学を支援するために、医師法第１７条の特例を導入することにより、
主治医･学校医の指示と看護師の指導のもと、実践的シミュレーション研修を受けた
当該校教職員が、保護者の同意を受け、口腔までの吸引･経管栄養･自己導尿補助
など主治医･学校医の指示の範囲内の医療的ケアを学校等教育活動の中で行える
ようにする｡

地域の普通学校に希望して就学している障害のあ
る子どもへの教育効果は大きく、子どもの健康状態
にも好影響を及ぼしていることは多く報告されてい
る｡しかし、看護師の配置の義務が無い学校では医
療的ケアを行える職員がいないので、家族にかか
る負担が大きく、家族には認められている医療的ケ
アを実践的な研修を受けた職員が医療的ケアを行
うことを保護者が同意することで共に学び、共に遊
ぶ教育を実現させることができる｡

大阪府 箕面市

医師等による
研修を受けた
教職員と訪問
看護師が公
立小中学校で
医療的ケアを
行う特区

地域の学校でともに学び、ともに生
きることを基本に、日常的に医療的
ケアを必要とする子どもの就学を支
援するために、医師法第１７条の特
例を導入し、主治医･学校医の指示
と看護師の指導のもと、実践的シ
ミュレーション研修を受けた教職員
が、保護者の同意を受け、口腔内吸
引･経管栄養･自己導尿補助等主治
医･学校医の指示の範囲内の医療
的ケアを学校教育活動の中で行え
るようにする｡健康保険法第８８条第
一項の訪問看護療養費について｢居
宅｣の解釈を学校に拡大することで、
特例を導入し、訪問看護師を学校に
派遣し､医療的ケアの実施及び日常
的な教職員の直接指導をできるよう
にする｡

1276 1276010

住民参加型の
学校運営委員
会の独立機関
化

(事業内容）
①条例設置による学校運営委員会を執行機関として位置付け、地域の学校の運営
主体とする。
②学校運営委員会の委員は、地域の保護者、公募市民、校長、教職員、教育委員
会部局職員、市長部局職員等とし、市長が委嘱する。
③学校、中学校各１校を条例でモデルとして行う。
(効果）
教育委員会は、学校運営の権限の一部をこの機関に委任することにより、市民自治
の本旨に基づき、市民が責任を持って学校運営に取り組むことができる。独立機関
とすることで、市長部局、教育委員会と対等で連携を取ることができる。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47
条の5に基づく学校運営協議会は、コミュニティス
クールとして学校運営に地域住民の意見を任命権
者が尊重するという点で評価はするが、残念ながら
教育委員会の諮問機関を超えず、市民が責任を
持った運営主体とはなりえない。前回市長の委員
の任命について教育委員会の職務執行の独立性
が保たれないとの意見をいただいているが、学校
運営協議会のメンバーの構成には学校長、教職
員、教育委員会事務局職員も含み、その心配はな
いと考える。地域住民参加型の学校運営組織であ
るためには独立機関として教育委員会、市長部局
と対等であり、その責任主体であることが必要であ
る。当然そのためには地域への説明責任を果たす
ことが重要である。
以上の考えから再度提案するものである。

岐阜県 岐阜県多治見市
住民参加型
の教育特区

新地教行法第47条の5において、住
民参加型の組織による学校運営の
実現を目的とする学校運営協議会
制度が創設されました。しかし、この
協議会は諮問機関の枠を越えるも
のではないため、本市の提案は、条
例により「学校運営委員会」を設置
し、この機関を執行機関的な独立機
関として位置づけ、教育委員会が学
校運営の権限の一部をこの機関に
委任し、市民自治に基づき、地域の
財産である学校を運営し、本市に将
来も住み続けてもらう人材を育成す
る市民教育を目指すものです。

1276 1276020

教育委員会の
権限である校
長、教職員の任
命権、人事権を
住民参加型の
学校運営委員
会に委任

(事業内容）
①校長の公募と任命権を学校運営委員会に委任
②教頭を含めた教職員の選考及び、任命権を学校運営委員会に委任
③教職員の研修実施、勤務評定の実施権限学校運営委員会に委任
(効果）
①地域が期待する学校像に適した校長、教職員が確保できる。

前回の提案時において、地方教育行政の組織及び
運営に関する法律に基づく学校運営協議会で、学
校運営全般について意見が言え、地域住民の意向
を実質的に反映できるとされ、また地方公務員法
上第三者に権限を委譲できないとされている。本市
が提案する学校運営委員会が諮問機関でなく独立
機関として、県、市の教育委員会の権限を責任を
持って果たすことにより、真の市民自治、住民参加
の特色ある学校運営が可能となると考える。現行
法上地方公務員法により、教職員の任命権に制限
があるので、その規制を緩和するために提案する。

岐阜県 岐阜県多治見市
住民参加型
の教育特区

新地教行法第47条の5において、住
民参加型の組織による学校運営の
実現を目的とする学校運営協議会
制度が創設されました。しかし、この
協議会は諮問機関の枠を越えるも
のではないため、本市の提案は、条
例により「学校運営委員会」を設置
し、この機関を執行機関的な独立機
関として位置づけ、教育委員会が学
校運営の権限の一部をこの機関に
委任し、市民自治に基づき、地域の
財産である学校を運営し、本市に将
来も住み続けてもらう人材を育成す
る市民教育を目指すものです。
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1276 1276030

学校の管理運
営の予算編成、
執行権限を住民
参加組織の学
校運営委員会
委任

(事業内容）
①予算執行する権限を市長部局、教育委員会部局から学校運営委員会に委任
（効果）
①学校運営委員会が、与えられた予算枠内で、地域の需要に応じ自由裁量で柔軟
に予算執行できる。

地域の特色ある学校づくりには、予算の柔軟な執
行は不可欠であるといえる。一定の枠内の執行権
限を委任することで、地域の独自性を学校作りに反
映することが可能になると考えるものである。
第2回の提案は、総額を学校に配分し地方自治法
に定める予算の款項目の制限の撤廃、貯金も認め
られることを求めるものであったが、今回の提案は
予算編成、執行権限を学校運営委員会が自ら行う
ことができるようにするものである。

岐阜県 岐阜県多治見市
住民参加型
の教育特区

新地教行法第47条の5において、住
民参加型の組織による学校運営の
実現を目的とする学校運営協議会
制度が創設されました。しかし、この
協議会は諮問機関の枠を越えるも
のではないため、本市の提案は、条
例により「学校運営委員会」を設置
し、この機関を執行機関的な独立機
関として位置づけ、教育委員会が学
校運営の権限の一部をこの機関に
委任し、市民自治に基づき、地域の
財産である学校を運営し、本市に将
来も住み続けてもらう人材を育成す
る市民教育を目指すものです。

1276 1276040

教育課程の編
成権限を住民参
加組織の学校
運営委員会に
委任

(事業内容）
①国が基準として定めている学習要領等の教育課程の基準に基づき、教育課程の
編成、教科の設定、授業時間の設定について・教育委員会の権限を学校運営委員
会に委任
②児童・生徒自身が知的好奇心をもって自ら進んで取り組むことができるようにする
ために基準外教育課程の編成権等を構造改革特別区域基本方針別表802「構造改
革特別区域研究開発学校設置事業」を活用しながら学校運営委員会が決定する。
(効果）
①地域の需要に応じた市民教育の実現が期待できる。

前回提案時において、教育課程の編成は校長の
権限であり、また地方教育行政の組織及び運営に
関する法律に基づく学校運営協議会で教育課程の
編成を含めた学校運営の基本方針の承認が必要
で、かつ校長はその意見を尊重することとされてお
り意向は反映できるとの意見をいただいているとこ
ろである。本市が提案する学校運営委員会は条例
に基づき、執行機関的な独立機関として位置付け、
メンバーにも校長、教職員、教育委員会事務局職
員も含むとしている。諮問機関的な立場ではなく、
学校運営委員会がその責任主体となることを提案
するものである。

岐阜県 岐阜県多治見市
住民参加型
の教育特区

新地教行法第47条の5において、住
民参加型の組織による学校運営の
実現を目的とする学校運営協議会
制度が創設されました。しかし、この
協議会は諮問機関の枠を越えるも
のではないため、本市の提案は、条
例により「学校運営委員会」を設置
し、この機関を執行機関的な独立機
関として位置づけ、教育委員会が学
校運営の権限の一部をこの機関に
委任し、市民自治に基づき、地域の
財産である学校を運営し、本市に将
来も住み続けてもらう人材を育成す
る市民教育を目指すものです。

1276 1276050

教科書採択権
限を住民参加組
織の学校運営
委員会に委任

（事業内容）
①教科用図書の採択権の学校運営委員会への委任　（小学校及び中学校において
使用する教科用図書を検定を経た教科用図書のうちから採択する権限を学校運営
委員会に委任する。）　
(効果）
地域の住民参加により、地域の需要に応じた教科書の採択が可能となり、市民教育
の充実が期待できる。

前回提案時には、教科書の採択は保護者等の参
画は必要としながら、専門的な十分な調査、公正な
確保の必要性から困難であるとの回答を受けまし
たが、本市が提案する学校運営委員会は、校長、
教職員、教育委員会事務局も加わり、また専門的
知識を有した部会も検討しており、心配される公正
の確保は問題ないと考える。教科書は学校教育の
基本となるものであり、学校単位でまた地域参加で
決定すべきものであり、学校運営委員会がその責
任のもとで決定することが必要であるとの認識で再
提案するものである。

岐阜県 岐阜県多治見市
住民参加型
の教育特区

新地教行法第47条の5において、住
民参加型の組織による学校運営の
実現を目的とする学校運営協議会
制度が創設されました。しかし、この
協議会は諮問機関の枠を越えるも
のではないため、本市の提案は、条
例により「学校運営委員会」を設置
し、この機関を執行機関的な独立機
関として位置づけ、教育委員会が学
校運営の権限の一部をこの機関に
委任し、市民自治に基づき、地域の
財産である学校を運営し、本市に将
来も住み続けてもらう人材を育成す
る市民教育を目指すものです。
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1016 1016010

　通信制高等学
校における専門
教育を施すため
の施設、教室、
図書室及び保
健室について、
同一敷地内又
は隣接地に所
在する他の専修
学校（専門課
程）の施設と兼
用することを可
能とする。

　通信制高校における校舎に備えるべき施設のうち、専門教育を施すための施設、
教室、図書室及び保健室について、同一敷地内または、隣接地に所在する専修学
校（専門課程）の教育の用に供する施設と兼用することができることとすることによ
り、高等学校においては、有為な職業人を多数育成するとともに、望ましい勤労観・
職業観の育成や豊かな感性や創造性を養う総合的な人間教育を目的として、専修
学校での学修の単位認定を行うなど、学校連携により、特色ある職業感覚を持った
人材が育成ができると考えられます。地域にとっては、学校連携による特色ある教
育地域が形成され、経済的、社会的効果が期待できます。

　現状の高等学校通信教育規定では、同一敷地内
又は隣接地に所在する他の高等学校の教育の用
に供する施設と兼用することができるとなっていま
すが、同一敷地内または、隣接地に所在する通信
制高校と専修学校（専門課程）の教育の用に供す
る施設を兼用することを可能とすることによって（専
修学校の夏期休暇時の未使用教室の使用など、そ
れぞれのカリキュラムの独立性や教育の水準は保
ちながら）、同規定にある、専門教育を施すための
施設として、専門学校（専門課程）の施設を使用す
ることや、すでに実施されている専修学校での学修
の単位認定を行うことなど、高等学校と専修学校が
連携することにより、特色ある職業感覚を持った人
材が育成できると考えられます。なお、同一設置者
なので連携した教育はもちろんのこと施設の使用
に伴う両学校間の調整は、十分できるものと考えら
れます。

東京都
学校法人タイケ
ン学園

通信制高校と
専修学校の
施設の兼用
の可能化

　通信制高校における校舎に備える
べき施設のうち、専門教育を施すた
めの施設、教室、図書室及び保健
室について、同一敷地内または、隣
接地に所在する専修学校（専門課
程）の教育の用に供する施設と兼用
することができることとすることによ
り、高等学校においては、有為な職
業人を多数育成するとともに、望ま
しい勤労観・職業観の育成や豊かな
感性や創造性を養う総合的な人間
教育を目的として、専修学校での学
修の単位認定を行うなど、学校連携
により、特色ある職業感覚を持った
人材が育成できると考えられます。
地域にとっては、学校連携による特
色ある教育地域が形成され、経済
的、社会的効果が期待できます。

1023 1023010

専門教科｢体
育」を高等学校
の「職業に関す
る教科」とするこ
と

平成17年に専門学校JAPANサッカーカレッジが高等課程を開設する。同校が当開
志学園高等学校の技能教育施設となることで、同校で実施する教育の一部を技能
連携科目として当校で単位を認定することが可能になり、在籍する生徒の修学上の
負担軽減に繋がる。
現行規則では、技能連携科目は「職業に関する教科」となっており、その中に教科
「体育」は含まれない。しかし、JAPANサッカーカレッジ高等課程の生徒は、職業とし
てのサッカーを目指しており、ここでの「体育」は「職業に関する教科」即ち技能連携
科目に該当すると判断する。そのことにより生徒の負担も軽減され、プロサッカー選
手の早期育成にもつながることを期待するものである。

第5次特区提案で「通信制高校の技能教育施設に
おける授業拡大構想」を提出し、「現行制度で対応
可能（D-1)」との回答を受けた。当開志学園高等学
校とJAPANサッカーカレッジ高等課程の両方に籍
を置く生徒にとって、現行では当校に通わなくては
ならないが、同高等課程が技能教育施設に指定さ
れることで、学修上の負担は飛躍的に軽減される。
さらに同高等課程で行われる教育の一部を本校の
技能連携科目として単位認定することは、その分
本校での履修単位数が減ることから、両校に籍を
置く生徒にとってのメリットは高いと思われる。
しかしながら、高等課程での教育は「サッカー」や
「体育理論」に特化しており、現行では、専門教科
「体育」がいわゆる職業に関する科目には該当しな
いため、技能連携科目になり得ず、従って同高等
課程は技能教育施設になり得ない。
しかし、今回対象となる生徒は、職業としての「サッ
カー」を希望しており、専門科目「体育」は職業に関
する科目、すなわち技能連携科目に該当すると判
断するものである。
　本校においても、普通科目としての「体育」以外
に、サッカーに特化した専門教科としての「体育」を
設定しており、技能連携校に対し、高校単位認定
上の密接な連携や指導が行える体制にある。
高等学校の「専門教育に関する各教科・科目」にお
ける「職業に関する教科・科目」の拡大をお願いし
たい。

新潟県

学校法人大彦学
園
開志学園高等学
校

専門教科｢体
育」を高等学
校の「職業に
関する教科」
とすること

高等学校の「専門教育に関する各
教科・科目」における「職業に関する
教科・科目」の範囲を拡大し、専門
教科「体育」もそれに加えることを提
案する。
平成17年に専門学校JAPANサッ
カーカレッジが高等課程を開設す
る。そこに在籍する生徒は、同時に
当開志学園高等学校にも在籍する
ことで高校卒業資格取得が可能とな
るよう体制を作った。加えて同高等
課程が当校の技能教育施設となる
ことで、同高等課程が実施する教育
の一部を当校の技能連携科目とし
て単位を認定することが可能とな
る。
現行規則（技能教育施設の指定等
に関する規則第2条）では、技能連
携科目は「職業に関する教科」と
なっており、その中に教科「体育」は
含まれない。しかし、JAPANサッカー
カレッジ高等課程の生徒は、職業と
してのサッカーを目指しており、ここ
での「体育」は「職業に関する教科」
即ち技能連携科目に該当すると判
断する。
また、本案件に関しては、同5条の
適用の可否も検討いただきたい。
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1126 1126010
札幌レインボー
タイム教育特区
のための特例

札幌の特徴として、冬期には路面が凍結するなど、通学には決して安全であるとは
言えない。また、厳冬期には日没が早く、危険性が増す。また、この提案では一年を
夏期（４～９月）と冬期（１０～３月）に分け、前期には通常より一時間ずつ授業数を増
やし、逆に後期には一時間ずつ減らすことで、冬期には早い時間帯に帰宅させる。
実施主体を札幌市教育委員会とし、北区において3年の試行期間を設定する。これ
により、夏期には教員の負担が増すが、OB・OGの教員あるいは教員免許を有する
若者を臨時採用し、OB・OGに生きがいを、若者には定職への意欲を芽生えさせる。

この提言は生徒に多少負担過重の可能性がある
ため、この事項を削除しなければならない。 北海道 坂倉悠哉

札幌レイン
ボータイム教
育特区

札幌の特徴として、冬期には路面が
凍結するなど、通学には決して安全
であるとは言えない。また、厳冬期
には日没が早く、危険性が増す。ま
た、この提案では一年を夏期（４～９
月）と冬期（１０～３月）に分け、前期
には通常より一時間ずつ授業数を
増やし、逆に後期には一時間ずつ
減らすことで、冬期には早い時間帯
に帰宅させる。実施主体を札幌市教
育委員会とし、北区において3年の
試行期間を設定する。これにより、
夏期には教員の負担が増すが、
OB・OGの教員あるいは教員免許を
有する若者を臨時採用し、OB・OG
に生きがいを、若者には定職への意
欲を芽生えさせる。

1126 1126020
札幌レインボー
タイム教育特区
のための特例

札幌の特徴として、冬期には路面が凍結するなど、通学には決して安全であるとは
言えない。また、厳冬期には日没が早く、危険性が増す。また、この提案では一年を
夏期（４～９月）と冬期（１０～３月）に分け、前期には通常より一時間ずつ授業数を増
やし、逆に後期には一時間ずつ減らすことで、冬期には早い時間帯に帰宅させる。
実施主体を札幌市教育委員会とし、北区において3年の試行期間を設定する。これ
により、夏期には教員の負担が増すが、OB・OGの教員あるいは教員免許を有する
若者を臨時採用し、OB・OGに生きがいを、若者には定職への意欲を芽生えさせる。

この提言は生徒に多少負担過重の可能性がある
ため、この事項を削除しなければならない。 北海道 坂倉悠哉

札幌レイン
ボータイム教
育特区

札幌の特徴として、冬期には路面が
凍結するなど、通学には決して安全
であるとは言えない。また、厳冬期
には日没が早く、危険性が増す。ま
た、この提案では一年を夏期（４～９
月）と冬期（１０～３月）に分け、前期
には通常より一時間ずつ授業数を
増やし、逆に後期には一時間ずつ
減らすことで、冬期には早い時間帯
に帰宅させる。実施主体を札幌市教
育委員会とし、北区において3年の
試行期間を設定する。これにより、
夏期には教員の負担が増すが、
OB・OGの教員あるいは教員免許を
有する若者を臨時採用し、OB・OG
に生きがいを、若者には定職への意
欲を芽生えさせる。

1134 1134014

「京都海外人材
特区」構想
（ＪＥＴプログラ
ム実施要領の
改正）

○特に優秀な人材の入国や地域での活動に係る規制を緩和することにより、地域へ
の海外人材の招致を推進し、地域との交流を推進する中から、新たな文化、学術、
芸術を創造する。（左欄１，２関係）　　　　　　　　　　　　　　　○母語や母文化を教える
能力を有する在住外国人の活動を拡大することにより、これらを活用した教育の場
を提供し、海外人材にとって大きな課題の一つである子どもの教育の推進を図る。
（左欄３関係）　　　　　　　　　　　　○有償によるインターンシップに留学生が参加し、
また、卒業後一定期間就職活動に専念する期間を設けることにより、地元企業への
円滑な定着を促進する。（左欄４，５関係）

「文化優先社会」の世紀に、グローバル化、ボーダ
レス化に対応し、京都が更なる発展を遂げるため、
企業や地域の企業戦略や地域戦略にとって不可
欠な京都の「人的資源」として、「海外人材」を地域
の活性化や国際化の原動力として活用することが
必要であり、文化・芸術・学術の各分野で活躍する
海外人材の積極的な招致や活用を推進するため。
これらを進めるためには、留学生や研究者の入
国、地域での活動推進にとって、重要な課題となっ
ている入国管理や活動規制の緩和が必要であり、
経済支弁能力の適正な審査を継続する一方で、特
に地域にとって重要である人材については、能力
重視による円滑な手続きや地域定着のための活動
確保が必要であるため。

京都府 京都府
「京都海外人
材特区」構想

○大学等が特に推薦する学力優秀
な留学生及び研究者について、入
国審査　の際、経費支弁関係資料を
簡素化
○短期滞在等で滞在する学者や研
究者が、一定期間継続して、報酬を
得て講義、研究活動ができるよう、
資格外活動許可を緩和
○教員免許を有する海外人材や学
校等で活躍する英語指導助手が地
域の在住外国人に対する母語、母
国文化の教育活動ができるよう、活
動範囲を拡大
○海外人材が国内企業でのイン
ターンシップ（就業体験）を有償で実
施できるよう、資格外活動許可を緩
和
○留学生等が大学卒業後に一定期
間就職活動に専念できるよう、新た
な在留資格を認定
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1139 1139010
教育課程の基
準によらない教
育課程

小学５．６年生に中国語で漢字の「論語」を学習 小学生からの外国語教育は認めていない 　埼玉県
　NPO国際団欒
倶楽部

　中学１年生
に「論語」を中
国語で学習　
構想

埼玉県所沢市に本拠をもつNPO国
際団欒倶楽部(高齢者と外国人留学
生の交流団欒の場を提供し相互理
解を深める)は提唱します。所沢市
内の小学５．６年生から総合学習の
時間を使い、日本語と共通漢字を使
用する「論語」を中国語で当NPOの
派遣する中国人留学生より学ばせ、
中国語と文構成の共通する英語を
中学生から学ぶことによって、より英
語学習を身近なものとして英語の理
解度を高め、併せて「論語」を学ぶこ
とによる道徳教育を行い、人として
の倫理観を可塑性に富む小学高学
年生から高めていく。

1184 1184010

障害程度や種
類にかかわら
ず，すべての幼
児・児童・生徒
が共に学び生活
できる古河市特
別支援教育特
区

「共に学び，共に生活する」地域を実現するため，学齢期の児童に対しても障害のあ
るなしにかかわらず，古河市内で学習を保証する場の提供が必要である。そのた
め，古河市では，特別支援教育ボランティア制度を設け，ボランティアが教員と同等
に教育活動を行えるシステムを構築し，養護学校に在籍する児童の居住地交流教
育を積極的に進めるためのスタッフとして，交流教育を中心的な役割を担ってもら
う。また，高機能自閉症やＡＤＨＤ・ＬＤなど広汎性発達障害のある児童に対し，一人
一人の教育的ニーズに応じた教育活動，計画・指導・評価を行い，一人一人に適し
た学習活動を展開する。

前回の提案では，古河市の特別支援教育ボラン
ティアは現行法で可能であるとの回答であったが，
古河市の提案したボランティアは，学習活動に於い
て単独で計画・指導・評価を一人一人の児童に行
い，教育活動を展開していく。その場合，ボランティ
アの方が前述のような教育活動を展開することは
認められていないため，実際に実施することは不
可能であると考える。そのため，無償のボランティ
アの方にも，教諭と同等の教育活動に従事するこ
とを認めて頂きたいと考え，再提案をさせて頂い
た。

茨城県 茨城県古河市

障害の程度
や種類にか
かわらず、す
べての幼児・
児童・生徒が
共に学び生活
できる古河市
特別支援教
育特区

「共に学び，共に生活する」地域を実
現するために，学齢期の児童につい
ても障害のあるなしにかかわらず，
古河市の中で学習を保証する教育
を実現することが必要である。その
ために，古河市は，独自に特別支援
教育ボランティア制度を設け，ボラン
ティアが教諭と同等の教育活動を行
えるシステムを導入し，養護学校に
在籍している児童の居住地交流教
育を積極的に受け入れる教室のス
タッフとして教育活動に従事してもら
う。また，広汎性発達障害の児童に
対しても，一人一人の教育的ニーズ
に応じた個別の教育活動（計画・指
導・評価）を行う。

1213 1213020

特区制度を活用
して設置する高
等学校の運動
場面積の基準
の緩和

当校は、シュタイナー教育を少人数クラス編成で幼児から高等部までの一貫教育を
実践する法的に認可された小規模学校の設立を目指している。近隣の廃校を活用し
ての学校設置も計画しているが、高等学校の運動場の設置基準を緩和することで、
すでに、住民に親しまれている小学校跡施設を活用しての学校設置の可能性が広
がる。地域と一体となった学校づくりが実現して、地域の特性を生かした教育プログ
ラムが今まで以上に授業に生かすことができる。また将来的には授業を通して様々
な角度から地域を学んできた子どもたちが、地域が抱える多くの問題に深く関心を寄
せて、積極的に取り組んでいける人材を育成することができる。

特区制度を活用して設置される学校についての校
地校舎の自己所有は緩和したが、面積等の数値的
基準は緩和されていない。首都圏では高等学校の
設置基準として定められている広大な運動場を確
保することは困難である。相次いで廃校となるの
は、小・中学校ばかりで、学校跡施設を積極的に活
用する意思があったとしても、高等部までの一貫教
育を実践する学校の設立は不可能に等しい。幼児
は１５人編成で３クラス、小中高は１学年２０人１ク
ラス編成で１２学年、全校生２８５人規模の学校設
立を目指すうえでは、高等部の運動場も小中と併
用しても半分の５，０００平方メートルでも教育内容
に支障はないと考える。

東京都

特定非営利活動
（NPO）法人　東
京賢治の学校 
自由ヴァルドル
フ・シューレ

教育改革特
区「廃校を活
用しての幼・
小・中・高一
貫の特色ある
小規模学校」
の設置

NPO法人が運営している学びの場
が、特区制度のもとで校地校舎を借
用して法的に認知された学校を設立
する場合は、まず廃校利用が考えら
れる。しかし、廃校の中に高等学校
の運動場の基準を満たす学校は極
めて少ない。そこで、高等学校の運
動場面積の基準を３分の1とすれ
ば、小・中学校の廃校を活用しての
高等学校までの設置が可能になる。
更に、指定管理者制度の適用範囲
に学校や実績のあるNPO法人等の
教育機関を含めることで、廃校を利
用した学校設立が更に容易になる。
また、NPO法人立学校の対象要件｢
不登校児童等」の拡大で、シュタイ
ナー教育に代表される新たな教育
観を持つ学校の設立趣旨を尊重す
ることができる。
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1244 1244010

学校運営協議
会主導による
キャリア教育特
区

「学校運営委員会」の設置を期待する保護者・地域住民がいれば、地元の教育委員
会の意思にかかわらず、地方公共団体の長の決定により、各公立学校に、彼らを構
成員とする「学校運営委員会」が設置されるようにします。「学校運営委員会」は、校
長・教職員の任免権、カリキュラム・教科書等の決定権を有するため、保護者や地域
住民の主たる教育ニーズである「キャリア教育の実施」がそのまま学校教育として実
現することになります。その結果、「キャリア教育」に有効な「Yes－プログラム」や
「キャリアコンサルタントの配置」も可能となります。これは、若年者雇用問題の改善
と、有能な人材供給を通じた地域経済の活性化につながり、生徒・児童本人、保護
者、地域住民の教育ニーズに応えた学校教育が実現することになります。弊社は、
Yeｓ－プログラムに準じた教材開発やキャリアコンサルタントの派遣を通じて、「学校
運営協議会」が設置された学校でのキャリア教育に協力していきます。

現在の「地方教育行政の組織及び運営に関する法
律の一部を改正する法律」によると、「学校運営協
議会」は、その設置や構成員の決定については、
教育委員会の判断によるものとされています。ま
た、学校の運営方針について校長から諮問を受け
たり、教職員の任免に関して教育委員会に意見を
言うことができるとされてはいるものの、「学校運営
協議会」自体は最終的・実質的な決定権限を何も
有していません。この状態では、「地方教育行政の
組織及び運営に関する法律の一部を改正する法
律」の立法趣旨であるところの、「『学校運営協議
会』を通じて地域ニーズを最優先した『地域運営学
校』の実現」が、十分には達成されえないことになり
ます。そこで、「学校運営協議会」を通じて、保護者
や地域住民の声が反映された学校教育の実現を
法的に確実にするために、特に「学校運営協議会」
の構成員である保護者や地域住民から要望が強
い「キャリア教育「」を実施することができるようにす
るために、学校運営委員会の設置・構成員につい
ては、教育委員会でなく、学校が所在する市区町
村の首長の決定権限とし、校長を含む教職員任免
権や、学習指導要領に拠らないカリキュラム・教材
の採用の決定権も、最終的に学校運営協議会が
有するようにします。

東京都
株式会社東京
リーガルマインド

学校運営協
議会主導によ
るキャリア教
育特区

①公立学校に「学校運営協議会」が
設置されている場合、その学校にお
ける教職員（校長を含む）の任免や
カリキュラム・教科書の選択につい
ては、教育委員会でなく、学校運営
協議会が最終的な決定権限を持つ
ようにする。
②学校運営協議会の設置自体やそ
の構成員の決定は、当該学校が所
在する市区町村長の権限とする。
③学校運営協議会が決定するカリ
キュラムは、学習指導要領に優先す
ることをルール化する。以上により、
地域住民・保護者・児童・生徒の間
で「キャリア教育」プログラムへの
ニーズが高い場合、学習指導要領
や教育委員会の方針との不一致を
根拠に実施不可とはされず、学校運
営協議会を通じて実施決定ができる
ようにする。

1245 1245010
日本語学校の
設置基準を緩和
する特区

日本語学校の新規設置を促進します。これにより、外国人の受け入れ増加と日本語
学校の拡充が図られます。

　近年、わが国においては経済の活性化や国際交
流という観点から、外国人留学生や旅行者の受け
入れ需要が高まっています。そうした状況の中で、
日本語学校の拡充は外国人の受け入れを促進す
るものとして重要な意味を持っています。
　しかし、平成５年７月14日に改訂された「日本語教
育施設の運営に関する基準について」によると、第
14条において校地は自己所有でなければならない
と規定されています。このことは、新たに日本語学
校を開設しようとする事業者にとっては決定的な参
入障壁となっており、実質的に日本語学校の拡充
を困難にするものであるといえるからです。

東京都
株式会社東京
リーガルマインド

日本語学校
の設置基準を
緩和する特区
提案

文部科学省が定める「日本語教育
施設の運営に関する基準について」
の中の
①第14条に「ただし、校地の自己所
有が困難な場合には、賃借権が適
切に設定され拘置として安定的に確
保されているものとする。」という但
書を加えること
②第15条に「ただし、校舎の自己所
有が困難な場合には、賃借権が適
切に設定され拘置として安定的に確
保されているものとする。」という但
書を加えること
③第2条に定める修業期間を原則
3ヶ月以上とし、必要に応じて1ヶ月
以上とすることを可能にすること
④第4条に定める授業時数を3ヶ月
にわたり190時間以上、かつ、1週間
当たり20時間以上とすること
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1245 1245020
日本語学校の
設置基準を緩和
する特区

日本語学校の新規設置を促進します。これにより、外国人の受け入れ増加と日本語
学校の拡充が図られます。

　近年、わが国においては経済の活性化や国際交
流という観点から、外国人留学生や旅行者の受け
入れ需要が高まっています。そうした状況の中で、
日本語学校の拡充は外国人の受け入れを促進す
るものとして重要な意味を持っています。
　しかし、平成５年７月14日に改訂された「日本語教
育施設の運営に関する基準について」によると、第
15条において校舎は自己所有でなければならない
と規定されています。このことは、新たに日本語学
校を開設しようとする事業者にとっては決定的な参
入障壁となっており、実質的に日本語学校の拡充
を困難にするものであるといえるからです。

東京都
株式会社東京
リーガルマインド

日本語学校
の設置基準を
緩和する特区
提案

文部科学省が定める「日本語教育
施設の運営に関する基準について」
の中の
①第14条に「ただし、校地の自己所
有が困難な場合には、賃借権が適
切に設定され拘置として安定的に確
保されているものとする。」という但
書を加えること
②第15条に「ただし、校舎の自己所
有が困難な場合には、賃借権が適
切に設定され拘置として安定的に確
保されているものとする。」という但
書を加えること
③第2条に定める修業期間を原則
3ヶ月以上とし、必要に応じて1ヶ月
以上とすることを可能にすること
④第4条に定める授業時数を3ヶ月
にわたり190時間以上、かつ、1週間
当たり20時間以上とすること

1245 1245030
日本語学校の
設置基準を緩和
する特区

日本語学校において短期カリキュラムを組むことが可能となります。これにより、外
国人の学習機会を増やすことができ、受け入れを促進します。

　外国人留学生や旅行者の受け入れ需要が高まっ
ているわが国にとっては、日本語学校の拡充は外
国人の受け入れを促進するものとして重要な意味
をもっています。
　しかし、「日本語教育施設の運営に関する基準に
ついて」第2条では、修業期間は原則として１年以
上にすることが定められており、ある程度長期に
渡って日本語を学習しようとする外国人しか日本語
学校には受け入れられないことになっています。こ
のことは、時間的に制限のある外国人や経済的に
それほど余裕のない外国人にとっては、日本語学
習の機会が減少していることを意味しています。外
国人の学習機会の増加という観点からすると、日
本語学習のカリキュラムはより柔軟に準備されてい
る方が望ましいと考えられます。１ヶ月や３ヶ月程
度の短期語学カリキュラムが用意されているだけ
でも、時間的・経済的に制約のある外国人にとって
は日本語の習得機会が大幅に増加すると考えられ
ます。
　わが国における経済の活性化や国際交流という
観点からしても、柔軟なカリキュラムを備え外国人
を受け入れやすくすることの有用性は高いと考えら
れます。

東京都
株式会社東京
リーガルマインド

日本語学校
の設置基準を
緩和する特区
提案

文部科学省が定める「日本語教育
施設の運営に関する基準について」
の中の
①第14条に「ただし、校地の自己所
有が困難な場合には、賃借権が適
切に設定され拘置として安定的に確
保されているものとする。」という但
書を加えること
②第15条に「ただし、校舎の自己所
有が困難な場合には、賃借権が適
切に設定され拘置として安定的に確
保されているものとする。」という但
書を加えること
③第2条に定める修業期間を原則
3ヶ月以上とし、必要に応じて1ヶ月
以上とすることを可能にすること
④第4条に定める授業時数を3ヶ月
にわたり190時間以上、かつ、1週間
当たり20時間以上とすること
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1245 1245040
日本語学校の
設置基準を緩和
する特区

日本語学校において短期カリキュラムを組むことが可能となります。これにより、外
国人の学習機会を増やすことができ、受け入れを促進します。

　外国人留学生や旅行者の受け入れ需要が高まっ
ているわが国にとっては、日本語学校の拡充は外
国人の受け入れを促進するものとして重要な意味
をもっています。
　しかし、「日本語教育施設の運営に関する基準に
ついて」第4条では、授業時数は１年間にすること
が定められており、ある程度長期に渡って日本語を
学習しようとする外国人しか日本語学校には受け
入れられないことになっています。このことは、時間
的に制限のある外国人や経済的にそれほど余裕
のない外国人にとっては、日本語学習の機会が減
少していることを意味しています。外国人の学習機
会の増加という観点からすると、日本語学習のカリ
キュラムはより柔軟に準備されている方が望ましい
と考えられます。１ヶ月や３ヶ月程度の短期語学カ
リキュラムが用意されているだけでも、時間的・経
済的に制約のある外国人にとっては日本語の習得
機会が大幅に増加すると考えられます。
　わが国における経済の活性化や国際交流という
観点からしても、柔軟なカリキュラムを備え外国人
を受け入れやすくすることの有用性は高いと考えら
れます。

東京都
株式会社東京
リーガルマインド

日本語学校
の設置基準を
緩和する特区
提案

文部科学省が定める「日本語教育
施設の運営に関する基準について」
の中の
①第14条に「ただし、校地の自己所
有が困難な場合には、賃借権が適
切に設定され拘置として安定的に確
保されているものとする。」という但
書を加えること
②第15条に「ただし、校舎の自己所
有が困難な場合には、賃借権が適
切に設定され拘置として安定的に確
保されているものとする。」という但
書を加えること
③第2条に定める修業期間を原則
3ヶ月以上とし、必要に応じて1ヶ月
以上とすることを可能にすること
④第4条に定める授業時数を3ヶ月
にわたり190時間以上、かつ、1週間
当たり20時間以上とすること

1251 1251010
幼稚園と保育所
制度の一元化

港区芝浦４丁目芝浦アイランド開発地区内において新設する新たな子育て支援施設
を幼稚園機能と保育所機能を一体化した乳幼児・児童向け施設として整備運営す
る。平成16年度基本・実施設計、平成17～18年度工事、平成19年４月オープン予
定、約2000㎡、想定定員（幼稚部　　３歳　　20名　　４歳　　５０名　　５歳　　５０名　　
計120名、保育部　０歳　１２名　１歳　１５名　２歳　18名　３歳　20名　　　計６５名　　
合計　１８５名）

  芝浦アイランド地区で予定している幼保一元化施
設の設置に当たって、設置・運営主体、職員の資
格、勤務条件、補助制度等について従来の幼稚
園、保育所という枠組みを超えた、一体的な制度を
創設する。これまで当区では、設置主体の弾力化、
給与条件の統合を含む職員資格の整理などを繰り
返し提案している。しかしながら、就学前の教育・保
育を一体として捉えた一貫した総合施設の創設に
ついては未だ検討過程にあり、基本的な枠組みす
ら不明であって、現時点で地域が自らの制度を具
体的に検討するには、地方単独施策によらねばな
らないものとなっている。そのため、一体的制度創
設について特区により別途提案し、本件芝浦地区
における新たな施設による先行実施の中で、都市
部における地域特性を踏まえた就学前教育・保育
にかかわる課題等を把握するとともに、先行的にそ
れらに対応することを目的にするものである。

東京都 港区

豊かな都心居
住と子育て活
動を支えるす
こやか特区

特区構想全体への展開に先立ち、
先行事例として芝浦アイランド地区
において幼保一元施設の経済的社
会的効果等を把握します。芝浦アイ
ランド地区で予定している幼保一元
化施設の設置に当たって、設置・運
営主体、職員の資格、勤務条件、補
助制度等について従来の幼稚園、
保育所という枠組みを超えた、一体
的な制度を創設します。午前中は幼
児教育を中心に行い、午後は預かり
保育を20時１５分まで行うことを想定
しています。３期休業は廃止すると
共に食育の観点から給食を実施し
ます。また幼稚園教諭と保育士の勤
務条件の同一化をはかり同一クラス
編成を実施します。また公設民営方
式の運営方式の導入も検討します。

1262 1262020
教育委員会の
必置規定の廃
止

　教育に対する責任の所在を明確化するとともに、山積する様々な教育課題に迅速
に対応する。

　現在、中央教育審議会で教育制度の見直しの一
環として検討されているが、地方教育の組織及び
運営に関する法律第２３条各号に規定する教育委
員会の職務権限は、政治的中立性が必要なものも
ないとは言えない。しかし、政治的中立性は教育以
外の分野の市長部局における職務権限の多くにお
いても当然に求められるものであり、教育委員会の
みを特別視し、このために独立委員会として特化し
て設置する理由はないことから、必置規定の廃止
を求めているものである。代替措置を踏まえ、この
点に対する貴省の見解を明確に示していただきた
い。

埼玉県 埼玉県志木市
地方自治解
放特区

地方分権を推進し、危機的な財政状
況や少子高齢社会に対応するた
め、地方の特性を生かした効率的か
つ効果的な行政運営の実現に向
け、地方の自立や活性化の最大の
障害となっている全国一律に規定さ
れている市町村長制や教育委員会
の必置の廃止など、様々な分野に
わたる現行システムから地方を解放
する。
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1262 1262050
教育に関する事
務分担

　自治体の創意工夫により無駄を省き、効率的な行政運営を展開する。

　貴省は、終始一貫して「中立性の担保」を懸念し
ているが、地方教育行政の組織及び運営に関する
法律第２３条で規定している教育委員会の職務権
限については、例えば、青少年育成と児童福祉な
ど、市長部局と教育委員会で重複する分野につい
ては、中立性が占める比重よりも効率的な行政運
営を図る意義の方が大きく、両者で協議の上分担
することにより、効率的な行政運営を行うことが可
能となる。現行の規定においても、同法第４条第１
項、第２４条、第２８条第１項の規定からすれば、必
ずしも中立性が担保されていると解することはでき
ないと考えるが、この点について貴省の見解及び
を明確に示していただきたい。

埼玉県 埼玉県志木市
地方自治解
放特区

地方分権を推進し、危機的な財政状
況や少子高齢社会に対応するた
め、地方の特性を生かした効率的か
つ効果的な行政運営の実現に向
け、地方の自立や活性化の最大の
障害となっている全国一律に規定さ
れている市町村長制や教育委員会
の必置の廃止など、様々な分野に
わたる現行システムから地方を解放
する。

1017 1017010

インターネット等
を通じた大学等
学則の情報公
開化事業

学則は学生と大学との契約の根本をなしており、その情報公開が十分になされれ
ば、学生の大学選択に資することとなる。また、国への届出などの作業が不要となる
ので、他大学の学則が情報公開されれば、大学同士が切磋琢磨して教育研究水準
を高める上での共有財産ともなる。　このため、特区において、インターネット等を通
じて大学の学則の情報公開を推進しようとする場合は、大学から国に対する届出を
簡素化する。

大学等を適切に選択のためには、大学からの十分
な情報提供・発信が欠かせない。しかし、最近の大
幅な規制緩和によって多種多様な大学が設立され
ており、受験生が大学選択をする場合の判断材料
は不足している。特に、学則は学生と大学との契約
の根本をなしており、その情報公開が十分になされ
れば、学生の大学選択に資することとなる。また、
国への届出などの作業が不要となるので、他大学
の学則が情報公開されれば、大学同士が切磋琢
磨して教育研究水準を高める上での共有財産とも
なる。このため、特区において、インターネット等を
通じて大学等学則の情報公開を推進しようとする
場合は、大学から国に対する届出を簡素化する。

東京都 鳥居聖

インターネット
等を通じた大
学等学則の
情報公開構
想

大学等を適切に選択のためには、
大学からの十分な情報提供・発信が
欠かせない。しかし、最近の大幅な
規制緩和によって多種多様な大学
が設立されており、受験生が大学選
択をする場合の判断材料は不足し
ている。特に、学則は学生と大学と
の契約の根本をなしており、その情
報公開が十分になされれば、学生
の大学選択に資することとなる。ま
た、国への届出などの作業が不要と
なるので、他大学の学則が情報公
開されれば、大学同士が切磋琢磨し
て教育研究水準を高める上での共
有財産ともなる。このため、特区に
おいて、インターネット等を通じて大
学等学則の情報公開を推進しようと
する場合は、大学から国に対する届
出を簡素化する。

1018 1018010

大学設置におけ
る実務家教員の
登用の円滑化
事業

大学の新設・改組の際の構想・教員組織等に関してより産業界のニーズが反映さ
れ、個性豊かで多様な大学の発展に資する。

大学の新設・改組に当たって、最も重要なのは適
切な教員の確保である。その際、地域の教育研究
のニーズに応じて、既存の学問分野での業績にと
らわれずに人材を得ることができるようにすること
が大切である。現在の国の制度では、大学設置・
学校法人審議会における審査を経ることが必要で
あり、その審査形態は大学人中心のピアレビュー
のかたちをとっているが、それらはともすれば伝統
的な大学観に縛られたものになっている。特に、教
員審査は伝統的な研究業績を重視したものであ
り、「実務家教員」に関する審査基準などは必ずし
も明確と言えない。

東京都 鳥居聖

大学設置等
に係る教員審
査の明確化、
ルール化構
想

現在の国の制度では、大学の新設・
改組に当たっては大学設置・学校法
人審議会における審査を経ることが
必要である。特に、教員審査は伝統
的な研究業績を重視したものであ
り、「実務家教員」に関する審査基準
などは必ずしも明確と言えない。設
置審査の準則化を一層進める観点
から、実務家教員に関する審査基
準を明確にするとともに、特区にお
いて、地域の教育研究のニーズに
応じた大学の新設・改組を支援し、
教育研究の質の確保について応分
の責任を担おうとする場合、教員審
査等に産業界などの意見が反映さ
れるような仕組みを設ける。
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1185 1185010
大学図書館の
地域貢献のため
の質的保証

以下の項目を基本にして、ニーズに適った協定を結ぶことを可能にする。　　　　　　　　
　　(1)大学図書館で所蔵する資料の利用を地域住民に公開する。　　　　　　　　　　　　
(2)地域住民に対してレファレンス・サービスを提供する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(3)大学図書館で契約するデータベースを地域住民に開放する。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　(4)地域の企業に対してビジネス支援を行う（マーケティング・リサーチの
支援、起業に関する調査支援など)。　　　　　　　　　　(5)地域住民が自力で情報探索
ができるようになるための講習等を実施する。

大学図書館は知的活動の拠点であり、今後は地域
住民の生涯学習やビジネス支援といった教育研究
ニーズに応える役割・機能が求められる。また公立
の社会教育機関とも連携し、相互補完的に貢献す
ることが期待される。このため、大学図書館の質的
充実は地域にとって重要な事項となるが、現在の
大学図書館をめぐる環境をみると、ITの発達によっ
て、従来の蔵書数の多寡といった伝統的な尺度の
みでは評価し得ない状況になっている。一方、現在
の大学設置基準や大学審査は、必ずしもこうした
新時代の評価尺度を持ちえているとは言いがた
い。このため、各自治体が、地域の特色と当該大
学の特色を理解したうえで、大学図書館整備の際
にはサービス内容と水準の維持について具体的に
意見を交換し、当該大学との間で網羅的な協定等
を締結することができるようにすることを提案する。
これにより当該大学に関する文部科学省の設置審
査にあたっては、大学図書館の審査を簡素化す
る。

京都府 井上真琴

大学図書館
の地域貢献
のための質的
保証

　大学図書館は知的活動の拠点で
あり、今後は地域住民の生涯学習
やビジネス支援などの教育研究
ニーズに応える役割・機能が求めら
れる。その質的充実は地域にとって
も重要であるが、現在の大学図書館
は、IT技術等の発達によって、従来
の蔵書数などの伝統的な尺度のみ
では評価しえない状況になってい
る。一方、いまの大学設置基準や大
学審査も、新時代に適った評価尺度
を持ちえていない。このため、各自
治体が、大学図書館のサービス内
容と水準の維持について意見を交
換し、当該大学との間で網羅的な協
定等を締結できるようにする。その
場合、文部科学省による大学設置
審査において、大学図書館の審査
を簡素化するようにする。

1246 1246030

特区制度によっ
て認められた株
式会社大学の
完成年度の短
縮

消費者主義に基づく株式会社大学を設立し、地域や学生のニーズに的確に応えた
教育サービスの提供を実現します。

文部科学省は、大学設置認可後４年間について
は、大学設置基準に基づく履行状況報告・調査を
行うため、新しい専任教員を配置するためには、文
部科学省の認可が必要としています（この履行状
況報告・調査が行われなくなる年度を「完成年度」
といいます）。このため、株式会社大学が消費者で
ある学生等の希望を聞き、これを速やかに教員配
置に反映させることができず、特区の評価期間内
に株式会社大学の成果を発揮することが困難と
なっています。前回の提案で文部科学省は「条件
が満たされていれば完成年度が１年になる可能性
もあるから、特区で特例措置を設ける必要はない」
と回答されています。しかし、実際の運用では完成
年度は全く一律に4年とされており、個別に条件を
満たしているか否かを判断して決定されているとは
思われません。かかる状況を勘案するかぎり、株
式会社大学が完成年度を1年と認められる可能性
はないと考えられます。そもそも、『完成年度』の制
度は、その根拠が平成15年文部科学省告示第44
号に求められるとされています。しかし、同告示は
「文部科学大臣が･･･年次計画の履行状況につい
て報告を求め、必要に応じ、書類、面接又は実地に
より調査する」ことができるとあるのみで、調査が終
了するまでの間、教員の配置について審議会の審
査を経なければならないとは、いずれの法令等にも
規定はありません。文部科学省において、かかる
規制を継続されていくのであれば、その根拠法令を
明示して頂きたいと考えます。

東京都
株式会社東京
リーガルマインド

株式会社大
学特区

建築基準法及び消防法が「大学」に
ついて一律に厳しい建築基準や防
火基準等を定めているため、一般事
務棟にテナントを借りて大学を設置
することが困難となっている。そこ
で、一般事務棟を大学のキャンパス
として利用する場合については、消
防法および建築基準法の加重の建
築基準・防火基準がかからないよう
規制を緩和すべき。また、大学設置
認可後４年間は、カリキュラム変更
には文部科学省の事前届出が必要
であり、新しい専任教員配置には、
同省の認可が必要であるとする文
部科学省の運用は、株式会社大学
が消費者のニーズを聞きこれを速や
かにカリキュラム編成や教員配置に
反映することを不可能にしている。こ
れでは、特区評価委員の評価実施
期間中に、株式会社が自由な教育
事業を展開できず、その成果を発揮
できない。そこで、特区によって認め
られた株式会社大学については、右
運用について特例措置を認めるべ
きである。



 08 文部科学省

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事
項（事項名）

具体的事業の実施内容 （再）提案理由 都道府県名 提案主体名
構想(プロ
ジェクト)
の名称

提案概要

1192 1192020
私学助成制度
の適用範囲の
変更

株式会社設置による学校を含め、健全な競争原理が働くよう、私学助成金制度の適
用範囲を変更します。
【「公の支配」について】
まったく公の支配から遠い教育事業（例えば民間の学習塾等）は、憲法のとおり、助
成の対象外とすることで問題はありませんが、株式会社立の学校は、他の公立、私
立学校と同様に、朝に登校し夕方に下校、時間割を持ち、クラス単位で担任教諭や
今日か別の教諭の授業を受けるという、公の支配にある学校と、本質的に大きな違
いはありません。
構造改革特区の主旨は、規制を緩和し民業の活性化を促すことであり、本提案の私
学助成制度の緩和が実現すれば、株式会社立の学校参入が容易になり民業が活
性化するだけでなく、競争原理により、教育の質の向上にもつながると考えます。
これらの効果を踏まえた上で、株式会社立の学校における「公の支配」の規制をどこ
までかけるかご検討いただきたい。
【財源について】
税財政措置に関わる問題ですが、１校あたりの助成額を減額するなど、私学助成制
度を若干修正することで、国が負担する学校助成金の総額を変えることなく、株式会
社立の学校にも助成をおこなうことが可能となります。

株式会社立の学校と私立学校は、国民に教育をほ
どこす機関として差異はありません。株式会社立の
学校が助成金を受けられない現状においては、私
立学校に比べて、保護者へ多大な費用負担を強い
ることになります。
同等の条件下での健全な競争による学校教育の
活性化を図る上で、参入障壁を取り払うため、本提
案は欠かせません。

大阪府 株式会社ノヴァ

公設民営によ
る義務教育学
校経営プロ
ジェクト

公設民営、株式会社立の学校によ
る義務教育学校運営を可とします。
また、株式会社設置による義務教育
学校運営を行う場合、株式会社立
の学校に対する私学助成制度の適
用範囲の変更を行います。

1215 1215010

県内大学編入
資格の県立高
等学校専攻科
修了生への特
例適用

県立高校専攻科の生徒は、実学の習得に対する意欲が高く、専門資格を取得して、
さらに大学への進学を希望し、高度な知識を身につけようとする者もいるが、現行の
学校教育法は専攻科修了生の大学への編入を認めていない。そこで、専修学校の
専門課程と同程度の教育を行っている県立学校専攻科の生徒の県内大学への編
入学の道を開くため、今回は深谷商業高校情報会計専攻科を対象に学校教育法第
８２条の１０の特例を認める特区を申請し、有為な産業人材の育成を図る。

現行の制度では、県立高等学校専攻科修
了生が大学の定めるところにより県内大学
に編入学することができないため。

埼玉県 埼玉県

彩の国産業
人材育成事
業（渋沢栄一
実学特区構
想）

　実務に関する高度な専門知識を
持った若年の産業人材を育成し、継
続的に輩出するために、県内の県
立高校に設置されている専攻科と県
内大学との連携強化を図る。
　専攻科の生徒は、実学の習得に
対する意欲が高く、専門資格を取得
して、さらに大学への進学を希望し、
高度な知識を身につけようとする者
もいるが、現行の学校教育法は専
攻科修了生の大学への編入を認め
ていない。そこで、専修学校の専門
課程と同程度の教育を行っている専
攻科の生徒の県内大学への編入学
の道を開くため、今回は深谷商業高
校情報会計専攻科を対象に学校教
育法第８２条の１０及び施行規則第
７７条の８の特例を認める特区を申
請し、有為な産業人材の育成を図
る。

1231 1231010
公立大学法人
による高専設置
制限の緩和

【一貫した高度専門技術者教育体系の実現】
　公立大学法人が高等専門学校を設置及び管理できるようにし、平成18年4月に都
立高等専門学校を都教育委員会から公立大学法人首都大学東京に移管する。この
ことにより、高等専門学校本科から専攻科、また産業技術大学院も視野に入れた、
16歳からの一貫した高度専門技術者教育体系を確立し、企業が求める専門性の高
い実践的技術者を育成するという、これまでにない新しい「高度専門技術者育成」の
仕組みを整備することができる。
【機動的・弾力的な事業運営】
　あわせて、機動的かつ弾力的な事業運営を行うことにより、
①企業の実務家教員などの外部資源の活用や大学院との教員の人事交流などに
よる教育の質の向上、②使途に縛られない予算の弾力的な運用や経営努力により
生じた剰余金の有効活用など事業執行の効率化及び組織の活性化、が可能とな
る。
【産業の振興、産学公連携の促進】
　企画力、開発力を兼ね備えた技術者を輩出することにより、東京の産業振興に人
材面から寄与するとともに、兼業・兼職の禁止条項に拘束されないため、教員と民間
研究者との兼職が可能となるほか、これまで公務員の立場では予算等の制約により
難しかった民間会社からの資金援助による共同研究などが促進されるなど、産学公
連携の事業を一層推進することが可能となる。

・都立高専の組織管理及び事業運営の弾力化、活
性化を図るため、国立高専と同様に独立行政法人
化する必要がある。

　また、高専本科からの高度専門技術者教育をよ
り有効に機能させるため、都立高専を平成17年に
設立予定の公立大学法人首都大学東京に移管し、
同公立大学法人により設置される産業技術大学院
と一体的な運営を行う必要がある。

　このためには、現行の地教行法、地方独立行政
法人法及び学校教育法の規定に抵触することか
ら、特例措置を要する。

東京都 東京都

「首都東京・
高度専門技
術者育成特
区」構想

　公立大学法人が高等専門学校を
設置及び管理できるようにし、平成
18年4月に都立高等専門学校を都
教育委員会から公立大学法人首都
大学東京に移管することにより、高
等専門学校本科から専攻科、また
産業技術大学院も視野に入れた16
歳からの一貫した高度専門技術者
教育体系を確立する。
　このことにより、企業が求める企画
力、開発力を兼ね備えた専門性の
高い実践的技術者を育成するととも
に、組織・人事の活性化や機動的か
つ弾力的な事業運営を推進し、企業
との共同研究など産学公連携の事
業などを通じて、東京の産業振興に
寄与する。
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1268 1268010

専修・各種学校
の公設民営によ
る学校運営の容
認

　専修・各種学校の運営を公設民営で行うことが可能になれば、公立学校としての
安定的な運営を続けながら、民間の有する教育資源やノウハウを活用することで､特
色ある教育を効果的に実現できること、学校の設置者にとっても、保護者や生徒に
とっても選択肢の拡大が図られること､既存の公立学校に刺激が与えられることによ
り､競争が生まれ､公立学校教育全体の質の向上が図られることなどが期待される。
なお、民間のノウハウを活用するという趣旨からすれば、中央教育審議会が提言し
ている幼稚園や高等学校よりも、職業もしくは実社会に必要な能力等を習得すること
を目的とした専修・各種学校の公設民営は、より優れた効果が期待できる。

　第５次提案の各省庁からの再検討要請に対する
回答において、「専修学校における公設民営学校
の具体的な制度化については、なお、十分な検討
が必要であり、文部科学省としては、構造改革特区
についてご提案の趣旨を最大限実現するため、ど
のような方法が望ましいかも含め、制度の在り方に
ついて検討をしているところである。」となっている。
　中央教育審議会の「幼稚園及び高等学校につい
ては公設民営を認めることは適当である。」との答
申の趣旨を踏まえ、専修・各種学校についても公設
民営で行うことについても適当と判断されるので提
案するもの。

福岡県 福岡県北九州市
公立専修・各
種学校活性
化特区構想

　専修・各種学校の公設民営による
学校運営の容認を行い、民間の有
する教育資源やノウハウを活用する
ことで､特色ある教育を効果的に実
現する。

1212 1212010

宗教法人が所
轄庁に提出する
書類の簡素化
特区

　宗教法人法に定められた所轄庁への提出書類のうち、条例で定めるものについて
は提出書類から除くことができるようにする。
〈条例で提出を不要とする書類の想定〉
　・「収支計算書」
　・「貸借対照表」
　・「財産目録のうち礼拝施設に関する部分を除いたもの」

１　宗教法人が所轄庁へ提出する書類の中には所
轄庁である鳥取県として提出を受ける必要がない
と考えられるものも含まれているため。
２　所轄庁が宗教法人に書類提出を義務付けるこ
とにより宗教法人に課す負担は必要最小限である
べきと考えるため。

鳥取県 鳥取県

宗教法人が
所轄庁に提
出する書類の
簡素化特区

　現行制度では、宗教法人は毎年、
当該宗教法人の事務所に備え付け
られた書類の写しを所轄庁に提出し
なければならないこととなっている
が、これらの書類の中には所轄庁で
ある鳥取県として提出を受ける必要
がないと考えられるものも含まれて
いる。また、書類提出を義務付ける
ことにより宗教法人に課す負担は必
要最小限であるべきと考える。
　よって、鳥取県が所管する宗教法
人が県に提出する書類は、県が宗
務行政を行うにあたって必要最小限
の書類に限ることとし、その他の書
類は条例によって提出不要とするこ
とができる特例を提案する。

1218 1218010

彩の国コミュニ
ティムービー振
興事業におい
て、ＮＰＯ法人等
が収益事業とし
て映画上映会を
行う場合の公民
館の運営方針
等の特例
（彩の国映像コ
ンテンツ産業振
興特区）

今回取り組む彩の国コミュニティムービー振興事業は、若手クリエーターなど制作者
や配給者と地域のＮＰＯ等を結びつけ、地域の公民館や商店街空き店舗等で低廉な
料金で上映会を開催し、映像コンテンツを活用したコミュニティビジネスを振興するも
のであるが、現在、公民館では収益事業として実施することができず、上映経費を回
収することができない。
　そこで、ＮＰＯ法人等彩の国コミュニティムービー振興事業として県が認めた団体が
上映会など映像コンテンツ産業の振興に資する催しを行う場合に限り、社会教育法
第２２条第６号、第２３条第１項第１号の規定を適用しないことにより、公民館で収益
事業を行うことができることとし、これにより多様な上映機会の確保と運営団体の育
成を図り映像コンテンツ産業の振興を図るものである。

彩の国コミュニティムービー振興事業を実
施するに当たり、公民館の施設を有効活
用し、地域において多様な上映機会の確
保と運営団体の育成を図り映像コンテン
ツ産業の振興を図るため。

埼玉県 埼玉県

彩の国映像コ
ンテンツ産業
振興特区構
想

　本県では、彩の国ビジュアルプラ
ザを整備するなど映像コンテンツ産
業の振興に取り組んでいるが、ハー
ド面の整備等とともに多様な上映場
所の確保と運営母体の育成が不可
欠である。
　そこで、今回取り組む彩の国コミュ
ニティムービー振興事業において、
県が認めた団体が上映会など映像
コンテンツ産業の振興に資する催し
を行う場合に限り、社会教育法第２
２条第６号、第２３条第１項第１号の
規定を適用しないことにより、公民
館で収益事業を行うことができること
とし、これにより多様な上映機会の
確保と運営団体の育成を図り映像コ
ンテンツ産業の振興を図るものであ
る。
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項（事項名）

具体的事業の実施内容 （再）提案理由 都道府県名 提案主体名
構想(プロ
ジェクト)
の名称

提案概要

1135 1135010

学校施設は、学
校が学校教育
の目的に使用す
る場合を除く
外、使用しては
ならない。学校
施設の確保に
関する政令の第
三条、「学校施
設の使用禁止」
に例外を設け
る。

学校敷地内に民間あるいはＮＰＯ団体が温室などの構造物を建てて農芸作物や花
卉などを栽培することを認める。

県庁所在地等の中核都市を除いて植物園などに
恵まれない小規模都市において公立学校の中に
民間またはＮＰＯ団体が管理する温室等の農業施
設を置くことを認めて児童生徒への環境教育等に
役立てる。

茨城県 藤井信吾

地域発・多元
的教育推進プ
ロジェクト
（オールイン
ワンスクー
ル）

・公立学校の施設内において民間お
よびＮＰＯ団体が敷設・管理する温
室などの農業関係施設を備えること
を認めることで、児童・生徒にとって
身近な自然環境教育が実現できる。
これに加えて、児童・生徒にとって最
も身近な場所である学校敷地内に
おいて、学校の教師や親とは異なる
地域の農業事業者・技術者・研究者
と触れ合うことによって、地域ぐるみ
の子育てを実現することが可能とな
る。文部科学省や都道府県によって
進められている「こどもの居場所づく
りプラン」や「地域親啓発事業」を補
完するものとなる。


